
第３回（令和２年度第２回）小金井市男女平等推進審議会（第９期） 

 

                    日時：令和２年７月１０日(金） 

                        午前９時３０分から 

                    場所：８０１会議室 

 

次 第 

 

１ 議  題 

 ⑴ （仮称）第６次男女共同参画行動計画の策定について 

  ア 計画策定にあたっての基本的な考え方について 

  イ （仮称）第６次男女共同参画行動計画（骨子案）について 

  ウ 市民懇談会・パブリックコメントについて 

 ⑵ 計画案検討スケジュールについて 

⑶ 第５次男女共同参画行動計画推進状況調査結果（令和元年度実績）について 

⑷ 小金井市パートナーシップ宣誓制度（案）について 

 

２ 配付資料 

 資料１ 計画策定にあたって～(仮称)第６次男女共同参画行動計画改定のポイント 

 資料２ （仮称）第６次男女共同参画行動計画 体系（案） 

 資料３ 市民懇談会の開催時期と内容について 

 資料４ （仮称）第６次男女共同参画行動計画骨子案 

 資料５ （仮称）第６次男女共同参画行動計画案検討に係るスケジュール（案） 

 資料６ 第５次男女共同参画行動計画令和元年度推進状況調査 

 

  

 参考資料 
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計画策定にあたって 
～（仮称）第６次男女共同参画行動計画 策定のポイント ～ 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料１ 

男女平等推進審議会 
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男女共同参画計画、ＤＶ対策基本計画及び女性活躍推進計画の３計画を一体的に策定することを検討する。 

 

 男女共同参画計画 女性活躍推進計画 ＤＶ対策基本計画 

内容 
男女共同参画を推進していくための施策

の基本的方向や具体的な内容を定める計

画 

女性の職業生活における活躍を進めるた

めの計画 

・推進計画  

・事業主行動計画  

配偶者からの暴力に係る通報、相談、

保護、自立支援等の体制を整備し、配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護を図る計画  

根拠法 男女共同参画社会基本法 

女性活躍推進法  

（女性 の職 業生 活に おけ る活躍 の推 進に 関す る

法律）  

配偶者暴力防止法  

（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

等に関する法律）  

国 
第４次男女共同参画基本計画  

Ｈ27.12 策定 

（10 年間を見越した方針と 5 年間の実施計画）  

基本方針 Ｈ27.9 閣議決定  

（女性 の職 業生 活に おけ る活躍 の推 進に 関す る

基本方針）  

基本方針 Ｈ25．12 策定 

（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

等のための施策に関する基本的な方針）  

都 
東京都女性活躍推進計画（東京都男女平等参画推進総合計画） 

H29 年３月策定 

東京都配偶者暴力対策基本計画  

（東京都男女平等参画推進総合計画）  

H29 年３月策定 

市 

第５次男女共同参画行動計画  

計画期間：Ｈ29 年度～R2 年度 

- （市町村女性活躍推進計画）  （市町村配偶者暴力対策基本計画）  

 

 

  

計画の位置づけ 

一体的に策定することを検討 【計画期間：R3～R7 年度】 



 
3 

 

 

 

【法の施行・改正状況】 

■ 女性活躍推進法（Ｈ28.4 施行） 

自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要。このため、女性の職業生活における活躍を推

進し、豊かで活力ある社会の実現を図る。 

＜基本原則＞  ＜区市町村の役割＞  

●女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性

別による固定的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮

が行われること。 

●職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職

業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること。 

●女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重される

べきこと。 

●当該区域内における女性の職業生活における活躍についての推進計画を

策定（努力義務）。 

●地域の特性を踏まえた主体的な取り組みを推進する。また、女性やその家

族からの相談・助言等に努めることとする。 

●地域において、女性活躍推進に係る取組に関する協議を行う「協議会」を

組織することができることとする（任意）。 

《基本方針の変更（R1.12）》 

・女性の職業生活における活躍に関する情報の公表への追記    ・女性の職業生活における活躍の推進に積極的に取り組む企業の認定への追記 

・中小企業における行動計画の策定の促進への追記  

■ 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律（R1.4 公布・施行） 
政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、もって男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与する。  

＜基本原則＞  ＜区市町村の役割＞  

●衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、政党等の政治活動の

自 由を確保しつつ、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目 

指して行われるものとする。 

●男女がその個性と能力を十分に発揮できるようにする。 

●家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となるようにする。 

●地方公共団体における実態の調査及び情報の収集等を行うよう努めるも

のとする。 

●国民の関⼼と理解を深めるとともに、必要な啓発活動を行うよう努めるもの

とする。 

●政治分野における男女共同参画の推進に関する取組を積極的に進めるこ

とができる環境の整備を行うよう努めるものとする。 

●人材の育成及び活用に資する施策を講ずるよう努めるものとする。 

男女共同参画推進プラン改定のポイント  
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■ 配偶者暴力防止法（H13．10 施行） 

配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図る。  

《基本方針の改正（R2.３）》 

・児童虐待防止対策及び配偶者からの暴力の被害者の保護対策の強化を図るため、児童虐待と密接な関連があるとされるＤＶの被害者の適切な保護が

行われるよう、相互に連携・協力すべき関係機関として児童相談所が法文上明確化。 

※その保護の適用対象として被害者の同伴家族が含まれることも明確化 

 

【国・都の計画等】 

■ （国）第４次男女共同参画基本計画策定（Ｈ27.12） 参考 ※現行計画策定以降、変更なし 

＜目指すべき社会＞  ＜基本的方向性（強調している視点）＞  

①男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、多様性に

富んだ豊かで活力ある社会  

②男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会  

③男性中⼼型労働慣行等の変革等を通じ、仕事と生活の調和が図られ、

男女が共に充実した職業生活その他の社会生活及び家庭生活を送るこ

とができる社会  

④男女共同参画を我が国における最重要課題として位置付け、国際的な

評価を得られる社会 

●あらゆる分野における女性の活躍 

  男性中⼼型労働慣行等の変革と女性の活躍、仕事と生活の調和 など 

●安全・安⼼な暮らしの実現 

  女性の健康支援、ＤＶの根絶、困難を抱えた女性への対応 など 

●男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備 

  各種制度の整備、意識改革・理解促進、防災・復興体制の確立 など 

●推進体制の整備・強化 

  地域における推進体制の強化 など 

 

■ （国）婦人保護事業運用面における見直し方針（R1.6） 

厚生労働省は、令和元年６月に「婦人保護事業の運用面における見直し方針について」をとりまとめ、公表した。  

婦人保護事業は、売春防止法に基づき要保護女子（性行又は環境に照して売春を行う恐れのある女子）の保護更生を図るための事業として始まったが、売

春防止法は制定以来基本的な見直しは行われておらず、実態が法律にそぐわない、また、「婦人」等の用語を見直すべきなど、問題提起がなされてきた。新たな

制度の構築に向けて、今後も検討がすすめられていく。  



 
5 

■ （都）東京都男女平等参画推進総合計画（Ｈ29.3） 

＜基本理念＞ ＜重点課題＞ 

①男女が、性別により差別されることなく、その人権が尊重される社会  

②男女一人ひとりが、自立した個人としてその能力を十分に発揮し、多様な

生き方が選択できる社会 

③男女が家庭生活及び社会活動に対等な立場で参画し、責任を分かち

合 

う社会 

●働く場における女性に対する積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の 

促進 

●働き方の見直しや、男性の家庭生活への参画促進等を通じたライフ・ワー
ク・バランスの実現 

●地域社会とのかかわりを通じた働く場にとどまらない活動機会の拡大 

●男女間のあらゆる暴力の根絶に向けた多様な主体による取組 

都の行動計画及び配偶者暴力対策基本計画と総合計画との構成の違い 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜総合計画（Ｈ29.3）＞ 

第１部 総合計画の基本方針 

第２部 女性活躍推進計画の具体的施策  

領域Ⅰ 働く場における女性の活躍  

領域Ⅱ 女性も男性もいきいきと豊かに暮らせる東京の実現  

 １ 生活と仕事の調和（ライフ・ワーク・バランス）の実現  

 ２ 地域における活動機会の拡大  

 ３ 男女平等参画を推進する社会づくり 

領域Ⅲ 多様な人々の安⼼な暮らしに向けた支援  

第３部 配偶者暴力  

領域Ⅳ 配偶者暴力対策  

 １ 暴力を許さない社会形成のための啓発と早期発見  

 ２ 多様な相談体制の整備  

 ３ 安全な保護のための体制の整備  

 ４ 自立生活再建のための総合的な支援体制の整備  

 ５ 関係機関・団体等の連携の推進  

 ６ 人材育成の推進と適切な苦情対応  

 ７ 調査研究の推進  

領域Ⅴ 男女平等参画社会を阻害する様々な暴力への対策  

 １ 性暴力被害者に対する支援      ３ セクシュアル・ハラスメントの防止  

 ２ ストーカー被害者に対する支援     ４ 性・暴力表現への対応  

＜行動計画及び配偶者暴力対策基本計画（H24.3）＞ 

■行動計画  

第１部 計画の基本方針  

第２部 事業計画  

 第１章  あらゆる分野への参画の促進  

 第２章  仕事と家庭・地域生活の調和がとれた生活の実現 

 第３章  特別な配慮を必要とする男女への支援  

 第４章  人権が尊重される社会の形成  

 第５章  男女平等参画を推進する社会づくり 

■配偶者暴力対策基本計画  

第１部 基本的な方針  

第２部 具体的な施策  

基本目標１ 暴力の未然防止と早期発見の推進  

基本目標２ 多様な相談体制の整備  

基本目標３ 安全な保護のための体制の整備  

基本目標４ 自立生活再建のための総合的な支援体制の整備  

基本目標５ 関係機関・団体等の連携の推進  

基本目標６ 人材育成の推進と適切な苦情対応  

基本目標７ 調査研究の推進  
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■ （都）東京都性自認及び性的指向に関する基本計画（Ｒ1.12） 

＜基本方針＞  ＜施策の柱＞  

①声を上げられない当事者に寄り添い、 

②多様な性のあり方を尊重し合う風土を醸成し、 

③オール東京で誰もが輝ける社会を実現する。 

①相談・支援体制の充実 

②啓発・教育の推進 

③職員理解の推進 

④庁内外の取組の推進 

《課題認識》 

・当事者の多くが誰にも相談ができず、一人で悩みを抱え、人間関係を含む社会資源から孤立しがち 

・当事者は見えにくい存在であるため、周囲の意識が変わりにくく、困り事の解決が困難  

・性自認及び性的指向に関する施策を推進していくため、都民一人ひとりの理解を得ていくことが重要  

 

【その他】 

■ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ） 

2015 年９月に国連サミットで、全会一致で採択され、先進国を含む国際社会全体の開発目標として、2030 年を期限とする包括的な 17 の目標（ゴー

ル）が設定されました。17 のゴールの１つにもジェンダー平等が含まれており、世界的にも解決をしていかなければいけない重要なテーマと考えられています。 
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■ 男女共同参画を取り巻くその他のキーワード  

人口減少社会  
我が国の人口は、少子・高齢化が進み、2005（平成 17）年に人口減少局面に入ったとされている。急速な人口減

少は国や社会の存立基盤にかかわる問題であり、家族や地域、職場のあり方など様々な側面で課題が生じている。 

働き方の二極化（正規・

非正規） 

正規と非正規との行き来が極めて難しく、働き方が二極化し、多様な働き方に対応できなくなっている。また、非正規労

働には処遇面（給与・昇進・雇用安定・キャリア形成）などの問題があり、正規労働においては長時間労働やサービス

残業などの問題がある。 

Ｍ字（型）曲線 

（Ｍ字カーブ） 

女性労働者の年齢階層別の労働力率（15 歳以上人口に占める労働力人口の割合）をグラフに表した場合、主に

30 歳代をボトムとする M 字カーブを描くことから、女性労働者の働き方を M 字曲線という。この現象は、結婚・出産・育

児の期間は仕事を辞めて家事・育児に専念し、子育てが終了した時点で再就職するという働き方を選択する女性が多

いことが原因といわれている。 

待機児童問題  
保育所を必要とする家庭が増え、特に人口の多い都市部を中⼼に待機児童問題が解消できないままとなっている。１

９９０年代初め（バブル経済崩壊後）以降、共働き世帯が専業主婦世帯を上回っているのが現状。 

介護離職  

家族の介護を抱えている労働者が仕事と介護を両立できず、介護のために離職すること。介護は育児と異なり突発的に

問題が発生することや、介護を行う期間・方策も多種多様であることから、仕事と介護の両立が困難となることも生じてい

る。現政権においては「介護離職ゼロ」を目標とする政策を展開している。 

ダブル・ケア 
親の介護と子育てを同時にしなければならない状況。少子化と高齢化の同時進行が続いていること、また晩婚化により

出産年齢が高齢化していることなどにより、近年注目され始めている社会問題の一つ。 

ＬＧＢＴ 
L＝レズビアン、G＝ゲイ、B＝バイセクシュアル、T＝トランスジェンダーの頭文字をつないだ言葉で性的少数者を意味す

る。なお、トランスジェンダーについては医学上の診断名「性同一性障害」よりも広い概念とされる場合もある。 

リベンジポルノ防止法 
正式には「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」。近年のＳＮＳの急速な発達とともに問題

化し、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生又はその拡大を防止することを目的として施行された。 

ＡＶ出演強要問題・ 

ＪＫビジネス問題 

若年層の女性が、アダルトビデオに出演するという認識がないまま、本人の意に反してアダルトビデオへの出演を強要される

問題や「ＪＫ」、すなわち「女子高校生」などの児童を雇い、表向きには性的サービスを行わない健全な営業を装いなが

ら、児童の性を売り物とする営業形態の出現により、若年層を狙った性的な暴力の問題が深刻な状況。 

マタニティ・ハラスメント 
職場において、妊娠や出産をしたことが業務上支障をきたすという理由で行われる、精神的・肉体的な嫌がらせ。妊娠･

出産を理由とする不利益な取り扱いは男女雇用機会均等法等により禁止されている。 

ジェンダー統計 

国連の定義では、「ジェンダー統計とは、生活のあらゆる分野の女性と男性の状況における差異及び不平等を適切に反

映している統計」と定義されている。社会的・文化的に形成された男女の生活や意識における偏り、格差、差別を明らか

にする統計であり、データが性別に収集・表章されること、ジェンダー問題を映し出していること、男女の多様性を反映して

いることなどがその要件とされている。 
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【条例】 

小金井市男女平等基本条例 

 

【基本理念】 

人権尊重とワーク・ライフ・バランスを軸とする男女共同参画の実現をめざして 

 

【施策体系】 

基本目標 主要施策 

Ⅰ 人権が尊重され、多様性を認め合う社会をつくる 意識啓発、教育、学習、ＤＶ防止、被害者支援、相談・連携体制、 

セクハラ、ストーカー、虐待対策、生涯を通じた健康支援、女性の貧困 

Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの実現した暮らしをめざす 就業環境、女性就労支援、育児・介護支援、家庭の状況に応じた支援 

市民活動 

Ⅲ 男女共同参画を積極的に推進する 

 

方針決定への参画促進、庁内推進体制  

 

 

 

次期計画を策定にむけて… 

現行計画において、おおむね取り組むべき課題は網羅されているが、社会動向等をふまえ、 

施策の見直し・整理が必要。 

 

  

小金井市 第５次男女共同参画行動計画（現行計画）の状況 
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近年の動向等をふまえ、次期計画の体系案を作成しました（資料 B 参照）。追加・変更箇所については以下のとおりです。 

 

【基本目標Ⅰ 人権が尊重され、多様性を認め合う社会をつくる】 

■主要課題 「６ 困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境の整備」の表現を変更 

現行計画では、主要課題「６ 困難を抱えた女性等が安⼼して暮らせる環境の整備」と表現をしています。しかし、単身世帯・高齢者世帯・ひとり親世帯

の増加など、年々家族の形は多様化しており、様々な生活上の困難が幅広い層へ広がりつつあります。それぞれの困難が性別ゆえの生きづらさと重なって、よ

り困難な状況に置かれることに配慮して引き続き環境整備をすすめるため、次期計画では、主要課題６の表現を「様々な困難を抱えた女性等が安⼼して

暮らせる環境の整備」に変更することを提案します。 

 
 

■主要課題 「３ 配偶者等からの暴力の防止と被害者支援」の施策の方向（１）の表現を変更  

現行計画では、「（１）暴力の未然防止の意識づくり」と表現していますが、昨今、デート DV など若い世代への暴力が問題視されており、SNS の過度な

監視、LINE の既読をすぐにつけないと怒られるなど、暴力は多様化し、被害の低年齢化もすすんでいることから、暴力の未然防止を的確にすすめていくため、

施策の方向（１）の表現を「配偶者等からの暴力の未然防止の意識づくり」に変更することを提案します。 

 

  

小金井市 （仮称）第６次男女共同参画行動計画 体系案 
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【基本目標Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの実現した暮らしをめざす】 

■主要課題 「１ 働く場における男女共同参画の推進」、「２ 家庭における男女共同参画の推進」の順を

変更 

現行計画では、主要課題「１ 働く場における男女共同参画の推進」、「２ 家庭における男女共同参画の推進」」となっています。しかし、小金井市の女性

の労働力率を年齢別でみると、25～29 歳の 69.9％がピークとなり、その後 35～39 歳で 58.1％まで下がります。東京都比較すると、労働力率は高くなっ

ていますが、M 字曲線の谷は深く、結婚・出産・育児の期間は仕事を辞めて家事・育児に専念している方が多いことがわかります。 

 M 字曲線は、谷を浅くするよう取り組んでいく課題です。 働きたいと思う女性が多様な働き方で活躍することができる社会づくり、働いている女性が生き生き

と働き続けるためには、家庭における育児や介護などの分野においても男女共同参画を推進していく取組みが求められていることから、入れ替えることを提案し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国勢調査（H27） 
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資料２（男女平等推進審議会)
令和２年７月１０日

（仮称）第６次男女共同参画行動計画　体系（案）

基本目標 主要課題 施策の方向 基本目標 主要課題 施策の方向

（１）人権・男女平等の意識改革の推進 （１）人権・男女平等の意識改革の推進

（２）男女共同参画の基盤となる人権の尊重 （２）男女共同参画の基盤となる人権の尊重

（１）教育の場における男女平等教育の推進 （１）教育の場における男女平等教育の推進

（２）生涯を通じた男女平等教育の推進 （２）生涯を通じた男女平等教育の推進

（１）暴力の未然防止の意識づくり
（１）配偶者等からの暴力の未然防止の意識づくり【変
更】

（２）被害者支援の推進 （２）被害者支援の推進

（３）相談・連携体制の整備・充実 （３）相談・連携体制の整備・充実

４　ストーカーやハラスメント、
虐待等への適切な対応と対策

（１）ストーカーやセクシュアル・ハラスメント、虐待等へ
の対策の推進

４　ストーカーやハラスメント、
虐待等への適切な対応と対策

（１）ストーカーやセクシュアル・ハラスメント、虐待等へ
の対策の推進

（１）女性のライフステージに応じた健康づくり （１）女性のライフステージに応じた健康づくり

（２）性差や年代に応じた心と体の健康づくり （２）性差や年代に応じた心と体の健康づくり

（１）各家庭の状況等に応じた支援 （１）各家庭の状況等に応じた支援

（２）自立した生活への支援 （２）自立した生活への支援

（１）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）に向け
た環境づくり

（１）育児支援体制の整備

（２）働く場における男女平等の推進 （２）介護等への支援体制の整備

（３）男性の家庭・地域活動への参画促進

（１）育児支援体制の整備
（１）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）に向け
た環境づくり

（２）介護等への支援体制の整備 （２）働く場における男女平等の推進

（３）男性の家庭・地域活動への参画促進

３　女性の活躍と多様な働き方
への支援

（１）女性の就労に関する支援
３　女性の活躍と多様な働き方
への支援

（１）女性の就労に関する支援

４　市民がともに参画する地域
づくりや市民活動の促進

（１）地域づくり活動における男女共同参画の推進
４　市民がともに参画する地域
づくりや市民活動の促進

（１）地域づくり活動における男女共同参画の推進

１　政策・方針決定過程への男
女の参画

（１）政策・方針決定過程への女性の参画拡大
１　政策・方針決定過程への男
女の参画

（１）政策・方針決定過程への女性の参画拡大

２　市民参加・協働による男女
共同参画の推進

（１）市民参加・協働による事業展開
２　市民参加・協働による男女
共同参画の推進

（１）市民参加・協働による事業展開

（１）庁内の男女平等の推進 （１）庁内の男女平等の推進

（２）計画の推進体制の強化 （２）計画の推進体制の強化

※基本目標Ⅱの１～３は、小金井市女性活躍推進計画

Ⅲ　男女共同
参画を積極的
に推進する

Ⅲ　男女共同
参画を積極的
に推進する

３　推進体制の充実・強化 ３　推進体制の充実・強化

Ⅱ　ワーク・ライ
フ・バランスの
実現した暮らし
をめざす

１　働く場における男女共同参
画の推進

Ⅱ　ワーク・ライ
フ・バランスの
実現した暮らし
をめざす

１　家庭における男女共同参
画の推進【（元）主要課題２】

２　家庭における男女共同参
画の推進

２　働く場における男女共同参
画の推進【（元）主要課題１】

２　男女共同参画を推進する
教育・学習の推進

２　男女共同参画を推進する
教育・学習の推進

３　配偶者等からの暴力の防
止と被害者支援
（小金井市配偶者暴力対策基
本計画）

３　配偶者等からの暴力の防
止と被害者支援
（小金井市配偶者暴力対策基
本計画）

５　生涯を通じた心と身体の健
康支援

５　生涯を通じた心と身体の健
康支援

【基本理念】

人権尊重とワーク・ライフ・バランスを軸とする
男女共同参画の実現をめざして

【基本理念】

人権尊重とワーク・ライフ・バランスを軸とする
男女共同参画の実現をめざして

現行計画 次期計画（案）

Ⅰ　人権が尊
重され、多様性
を認め合う社会
をつくる

１　人権尊重・男女平等意識の
普及・浸透

Ⅰ　人権が尊
重され、多様性
を認め合う社会
をつくる

１　人権尊重・男女平等意識の
普及・浸透

６　困難を抱えた女性等が安
心して暮らせる環境の整備

６　様々な困難を抱えた女性
等が安心して暮らせる環境の
整備【変更】



資料３（第３回男女平等推進審議会） 市民懇談会の実施について

市民の皆様からご意見をいただく機会として、パブリックコメント※（以下パブコメ）を実施しますが、市民の皆様の意見をより広く踏まえて、
計画を策定するため、市民懇談会を開催します。

市民懇談会は、どのような目的で市民懇談会を実施するかによって開催内容が異なってきますので、市民の皆様からどのような意見をいた
だきたいか検討する必要があります。

市民の皆様から、どのような意見をいただきたいか、皆様のご意見をお聞かせください。

※パブリックコメントとは、
市の計画等の策定過程において、案の段階で広く公表し、市民のみなさまにご意見等を求め、寄せられたご意見等に対する市の考え方を明
らかにするとともに、ご意見等を考慮して計画等の策定に反映するものです

① ② ③

開催時期 パブコメよりだいぶ前 パブコメの少し前 パブコメ直前

時期 ８月頃 １０月・１１月 １２月初旬

概要 課題の洗い出し・確認
計画素案の提示、方向性の確認

施策展開への反映
計画案の説明
パブコメ実施案内

メリット ・課題を広くとらえることができる

・ある程度固まった素案を提示し
意見を求めることができる
・具体的にどの部分への意見か
をある程度明瞭に把握できる

・計画案としてまとまりあるものを
提示することができる
・直後に始まるパブコメにつなげ
ることができる

→ →

デメリット
・提示できる内容が未確定
・意見を計画のどこに反映したか
は不明瞭な面もでてくる

・大幅な方針変更は再度見直しが
生じる

・大幅な内容の変更は再度見直し
が生じる
（計画への反映はパブコメを通じ
てとなる）

参加者
募集

・市報を通じて呼びかけ
・団体等への呼びかけ
・無作為抽出選定

・市報を通じて呼びかけ
・団体等への呼びかけ
・無作為抽出選定
・パレットでの声掛けができる

・市報を通じて呼びかけ
・団体等への呼びかけ
・無作為抽出選定

市民懇談会開催

パ
ブ
コ
メ
実
施

（
１
２
月
か
ら
１
月

）

パ
ブ
コ
メ
意
見
集
約
・
反
映

計
画
策
定



資料４（男女平等推進審議会） 

令和２年７月１０日 

 

 

 

 

（仮称）小金井市 

第６次男女共同参画行動計画 

 
 

【骨子案】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年７月 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

男女平等都市宣言 

平成８年１２月３日 

告示第９９号 

 

 

私たちは、誰もが人間として尊ばれ、また、自らの個性にあった生き方を自由

に選択できる社会を願っています。 

そのため、個人の尊厳と両性の平等を基本理念として社会的、文化的、歴史的

な性差を排し、職場、家庭、学校、地域などすべての領域での真の平等をめざし

て、ここに「男女平等都市」を宣言します。 

 

１ 私たちは、人権を尊重し、互いの性を認め支えあい、いきいきと充実した人

生がおくれる男女平等の「小金井市」をめざします。 

 

１ 私たちは、一人ひとりが共に個性や能力を発揮し、社会のあらゆる分野に男

女が共同参画できる「小金井市」をめざします。 

 

１ 私たちは、男女が共にかけがえのない地球の環境を守り、平和と平等の輪を

世界へ広げる「小金井市」をめざします。 

 

 

  



 

  



 

 

は じ め に 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       小金井市長 〇〇 〇〇〇 
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第１章 計画の策定に当たって 

１ 計画策定の趣旨  

国は、男女共同参画社会の実現に向け、平成11年の男女共同参画社会基本法の制定に始

まり、基本法に基づく「男女共同参画基本計画」を平成12年に策定、平成27年には男女

共同参画基本計画（第４次）を策定し、男女共同参画に関する施策を計画的に進めていま

す。 

小金井市（以下「本市」という。）においては、国内外の動向をみて、「男女共同参画社

会基本法」の制定前から男女共同参画社会の実現に向けて、「小金井市男女平等基本条例」

を平成８年に制定しています。また、昭和59年に「小金井市婦人行動計画」を策定してお

り、時代や社会情勢の変化に合わせて行動計画を更新しながら、男女共同参画施策を推進

してきました。しかし、依然として固定的な性別役割分担意識は根強く残っているほか、

配偶者等からのさまざまな形での暴力、ワーク・ライフ・バランスの推進、多様性に関す

る理解、政策・方針決定過程への女性の参画率のさらなる向上など、取り組まなければい

けない課題は多く、今後も一層の取組が求められます。 

こうした現状を踏まえ、本市では、第５次男女共同参画行動計画期間中に制定された新

たな法律や社会情勢の変化に対応するとともに、これまでに取り組んできた施策をさらに

推進・発展させるための指針として、「小金井市第６次男女共同参画行動計画」（以下「本

計画」という。）を策定します。 
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（１）男女共同参画をめぐる近年の動き 

【持続可能な開発目標“SDGｓ”】 

 持続可能な開発目標“SDGｓ（Sustainable Development Goals）”は、先進国を

含む国際社会全体の開発目標として、2015年（平成27年）９月に国連サミットにお

いて全会一致で採択され、2030年（令和12年）を期限とする包括的な17の目標（ゴ

ール）が設定されました。17のゴールの一つに「目標５：ジェンダー平等を実現しよ

う」が掲げられていますが、これは、女性のエンパワーメントとジェンダー平等が持

続可能な開発を促進するうえで欠かせないことから、重要なテーマと考えられている

ためです。 

 

【「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律（候補者男女均等法）」公布・施行】

（2018年（平成30年）５月） 

多様な国民の意見が政策立案や決定に的確に反映されるために、政治分野における男

女共同参画が重要となるため、国や地方議会の選挙において男女の候補者の数ができ

る限り均等となること等を基本原則とした法律が公布・施行されました。 

 

【「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」の改正】 

（2019年（令和元年）５月） 

2015年（平成27年）９月に、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力あ

る社会の実現を図るために法律が施行され、都道府県や市町村は、当該区域内における

女性の職業生活における活躍の推進に向け、国が策定した基本方針等を勘案して、推進

計画を策定するよう努めることとされました。また、国や地方公共団体、一部の民間事

業主に対しては、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を定めた行動計画の

策定・届出・公表等が義務付けられました。 

2019年（令和元年）５月には、仕事と家庭生活の両立や諸外国と比べて低水準にあ

る女性管理職比率などの課題を踏まえ、女性の職業生活における活躍をさらに推進する

ことが必要であることから、基本方針の変更があり、女性の職業生活における活躍に関

する情報の公表、女性の職業生活における活躍の推進に積極的に取り組む企業の認定、

中小企業における行動計画の策定の促進への追記がなされました。 

また、女性活躍推進法のほか、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及

び職業生活の充実等に関する法律（労働施策総合推進法）」、「雇用の分野における男女の

均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（男女雇用機会均等法）」、「育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（育児・介護休業法）」において、

パワー・ハラスメント防止対策の法制化が図られるとともに、セクシュアル・ハラスメ

ント、マタニティ・ハラスメント等の防止対策の強化につながる措置が示されました。 
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【「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」の施行

（2020年（令和２年）３月） 

2020年（令和２年）３月に、昨今の虐待相談件数の急増等を踏まえ、児童虐待防止

対策の抜本的強化を図るため、児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の

一部を改正する法律が施行されました。 

これにより、児童の権利擁護、児童相談所の体制強化及び関係機関間の連携強化等の

措置が講じられました。 

 

【「婦人保護事業の運用面における見直し方針」の検討】（2019年（令和元年）６月） 

婦人保護事業は、ＤＶ、性暴力、貧困、家庭破綻、障がい等、さまざまな困難を複合

的に抱える女性の支援を行っており、2018年（平成30年）からは、「困難な問題を抱

える女性への支援のあり方に関する検討会」を開催し、新たな制度の構築に向けて、検

討がすすめられました。 

 

【東京都性自認及び性的指向に関する基本計画】（2019年（令和元年）12月） 

2018年（平成30年）10月に制定した「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権

尊重の理念の実現を目指す条例」では、「多様な性の理解の推進」において、性自認及

び性的指向を理由とする不当な差別の解消並びに啓発等の推進を図ることと明記され

ました。東京都では、性自認及び性的指向に関して、基本的な考え方、これまで取り組

んできた施策、今後の方向性等を明らかにするため、「東京都性自認及び性的指向に関

する基本計画」を策定しました。 
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２ 計画の位置付け  

・本計画は、「小金井市男女平等基本条例」第10条第１項に基づく「男女共同参画施策を

総合的かつ計画的に推進するための行動計画」です。 

・本市の第５次小金井市基本構想・後期基本計画（小金井しあわせプラン）における施策

の大綱の一つである（「豊かな人間性と次世代の夢を育むまち（文化と教育）」）の個別計

画として策定します。 

・本計画は、「男女共同参画社会基本法」第14条第３項に規定する「市町村男女共同参画

計画」とします。 

・本計画の一部は、「ＤＶ防止法」第２条の３第３項（ＤＶ防止法第28条の２の規定によ

り読み替えて準用する場合を含む。）に基づく「市町村基本計画」としても位置付けます。 

・本計画の一部は、「女性活躍推進法」第６条第２項に基づく「市町村推進計画」としても

位置付けます。 

 

３ 計画の性格  

・本計画は、本市におけるこれまでの取組を引き継ぎ、発展させ、あらゆる分野で男女共

同参画を推進していくための計画として、本市が行う施策の基本的な方向や具体的な内

容を体系化し明らかにしたものです。 

・本計画は、国の「第５次男女共同参画基本計画」、東京都の「東京都男女平等参画推進総

合計画」の内容を踏まえて策定しています。 

・本計画は、本市が策定する他の関連計画と連携・調整をはかりながら策定しています。 

・本計画は、市民意識調査結果、市民懇談会・パブリックコメントによる意見、小金井市

男女平等推進審議会の意見等、市民の意見を尊重して策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【関連する市の個別計画】 
・子ども・子育て支援事業計画 
・保健福祉総合計画 
・小金井教育プラン 
・生涯学習推進計画  など 

第６次男女共同参画行動計画 

・小金井市配偶者暴力対策基本計画 

・小金井市女性活躍推進計画 

第５次小金井市基本構想・後期基本計画（小金井しあわせプラン） 

【国・都の計画】 
・第５次男女共同参画基本計画【予定】 
・東京都男女平等参画推進総合計画 

小金井市男女平等基本条例 

連携 
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４ 計画の期間  

・本計画の期間は、令和３年度（2021年度）から令和７年度（2025年度）までの５年

間とします。ただし、国内外の社会情勢の変化や法制度等の改正等により、必要に応じ

て計画の見直しを行うものとします。 

 

（計画の期間） 

 

 

 

 

  

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

         

         

         

         

第５次男女共同参画行動計画 

第４次小金井市基本構想 

後期基本計画 

（国）第４次男女共同参画基本計画 

第６次男女共同参画行動計画 

第５次小金井市基本構想（令和３年度～令和12年度） 

（都）東京都男女平等参画推進総合計画 

（国）第５次男女共同参画基本計画【予定】 

前期基本計画 
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第２章 

計画の策定に当たって 
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第２章 小金井市の現状 

１ 人口等の推移  

（１）人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年１月１日） 

 

（２）年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年１月１日） 

 

  

58,439 59,073 59,420 59,955 60,338

59,539 60,286 60,848 61,488
61,968
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（人） 男性 女性

14,094 14,396 14,521 14,754 15,011
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21,712 24,869 25,266 25,662 25,860
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0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

平成28年

(2016年)

平成29年

（2017年）

平成30年

（2018年）

平成31年

（2019年）

令和２年
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年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）
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（３）世帯の推移（住民基本台帳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年１月１日） 

 

 

（４）家族類型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 27 年） 
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47.8

55.8

47.1

47.3

34.5

3.9 

4.9 

9.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小金井市

東京都

国

核家族 単身世帯 その他世帯
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（５）転入・転出数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳人口移動報告（令和元年） 

 

（６）未婚率の推移 

【女性】                【男性】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 27 年）  
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（７）合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：全国、東京都－厚生労働省人口動態統計 

   小金井市－東京都福祉保健局 

 

 

（８）就業の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 27 年） 
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（９）女性の年齢５歳階級別労働力率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 27 年） 
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２ アンケート結果概要  

新たな計画の策定に向け、男女平等に関する市民の考えを把握し、今後の男女共同参画

施策に反映させることを目的として「男女平等に関する市民意識調査」（以下「市民意識調

査」という。）を実施しました。 

 

  【調査実施概要】 

調査対象：市内に居住する18歳以上の男女個人2,000人 

調査期間：令和元年10月１日（火）～10月15日（火） 

回収結果：711票／2,000票（有効回収率：35.6％） 

 

（１）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）について 

① 1日あたりの家事と仕事に携わる時間 

・平日に家事に携わる時間は、女性で「３時間以上」が43.6％、男性では「１時間以

上」が23.5％となっている。休日は、男女とも平日より多くの時間が家事にあてられ

ており、女性では「３時間以上」が47.2％、男性では「１時間以上」が41.3％となっ

ている。また、平日に家事に携わる時間を共働きの状況別でみると、女性共働きでは

「１時間以上～３時間未満」が４割半ばで最も高くなっている一方、男性共働きでは

「30分以上～１時間未満」が４割で最も高くなっている。 

 

② 生活における優先度（現状・理想） 

・生活における現実（現状）の優先度は、女性では「『家庭生活』を優先している」が

28.2％、男性では「『仕事』と『家庭生活』をともに優先している」が27.2％となっ

ているが、理想の生活の優先度は、男女とも「『仕事』と『家庭生活』と『地域・個人

の生活』をともに優先したい」が比較的高くなっている。 

 

③ 男女の役割分担意識（男性は仕事、女性は家庭） 

・男女の役割分担意識は、男女とも《反対》が《賛成》を上回っており、平成28年調査

と比較すると、全体で≪賛成≫は今回調査が24.2％で平成28年調査（34.3％）より

も10ポイント低くなっている。特に男性では今回調査が29.5％で平成28年調査

（43.0％）よりも14ポイント低くなっている。 

 

④ 女性が仕事を持つことについての考え 

・女性が仕事を持つことに対する考えは、男女とも「結婚や出産にかかわりなく、継続

して仕事をもつほうがよい」が50.0％以上で最も高くなっている。 

・女性が継続して仕事をもつ方がよいとする理由は、女性では「子育ては夫婦で協力し

て行うべきだと思うから」が70.0％、「家事は夫婦で協力して行うべきだと思うから」

が69.5％で高くなっている。男性では「社会とつながりを持つべきだと思うから」が

67.1％で高くなっている。 
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⑤女性が継続して仕事をもたない方がよい理由は、女性では「仕事と家庭の両立支援が

十分ではないと思うから」が50.0％で最も高く、男性で「子どもは母親が家で面倒を

見た方がいいと思うから」が50.9％で最も高くなっている。 

 

⑥ 女性の就労継続のために必要なこと 

・女性の就労継続のために必要なことは、全体で「保育施設や学童保育所など、子ども

を預けられる環境の整備」が83.8％で最も高く、次いで「男性の家事参加への理解・

意識改革」が64.8％、「職場における育児・介護との両立支援制度の充実」が55.7％

となっている。また、平成28年調査と比較すると、全体で「男女双方の長時間労働の

改善を含めた働き方改革」は今回調査が51.8％で平成28年調査（41.9％）よりも10

ポイント高くなっている。 

 

⑦ 男女ともに働きやすい社会をつくるために必要だと思うこと 

・男女ともに働きやすい社会をつくるために重要だと思うことは、男女とも「労働時間

の短縮やフレックス制など様々な働き方を選ぶことができる」が最も高くなっている

が、女性（77.2％）が男性（64.9％）よりも12ポイント高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）子育て・介護について 

① 子育の経験と携わる時間 

・平日の子育てに携わる時間は、女性で「５時間以上」が40.4％で最も高く、男性では、

「１時間未満」が77.7％となっている。休日は、男女とも平日よりも多くの時間が子育

てにあてられており、女性で「５時間以上」が57.9％、男性でも30.3％となっている。

平日に子育てに携わる時間を共働きの状況別でみると、「５時間以上」は女性が男性より

も35ポイント高くなっている。 

 

  

 家事に携わる時間は女性が長く、共働きの場合も女性が携わる時間が長い。 

 男女の役割分担意識は男女ともに反対が多く、男性は平成 28 年調査時よりも反対と

考える人が多くなっている。 

 女性が仕事を持つことに対する考えは、男女とも「結婚や出産にかかわりなく、継続

して仕事をもつほうがよい」が半数以上を占めている。 

 女性の就労継続のために必要なことは、全体で「保育施設や学童保育所など、子ども

を預けられる環境の整備」が 87.8％で最も高いが、「男女双方の長時間労働の改善を

含めた働き方改革」が平成 28 年調査時よりも多くなっている。 

 男女ともに働きやすい社会をつくるために重要だと思うことは、男女とも「労働時間

の短縮やフレックス制など様々な働き方を選ぶことができる」が最も多くなってい

る。 
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② 子どもを産み育てやすい環境 

・子どもを産み育てやすい環境は、「認可保育園など保育施設の拡充」が72.9％で最も高

く、次いで「育児休業中の給与の保障」が55.8％、「学童保育の充実」が55.6％となっ

ている。職業別でみると、女性有職者、男性有職者ともに「認可保育園など保育施設の

拡充」が７割以上で最も高くなっている。次いで女性有職者では「学童保育の充実」が

６割半ば、男性有職者では「育児休業中の給与の保障」が５割半ばで高くなっている 

 

③ 男性の家事・育児の参加について 

・男性の家事・育児参加は、全体で「男性も家事・育児を行うのがあたりまえだと思う」

が67.8％で最も高く、平成28年調査と比較すると、今回調査が67.8％で平成28年調

査（60.0％）よりも８ポイント高くなっている。 

 

④ 育児・介護休業制度の利用意向 

・育児休業の利用意向は、「利用したい」は女性が69.5％、男性が41.3％で女性が男性よ

り28ポイント高くなっている。「利用したいが利用できそうにないと思う」は男性が

33.8％で女性（12.9％）よりも21ポイント高くなっている。平成28年調査と比較す

ると、男性で「利用したくない」は今回調査が1.3％で平成28年調査（5.2％）よりも

４ポイント低くなっている。介護休業の利用意向は、「利用したい」は女性が64.2％、

男性が48.2％で女性が男性よりも16ポイント高くなっている。「利用したいが利用でき

そうにないと思う」は男性が28.5％で女性（18.8％）よりも10ポイント高くなってい

る。 

・育児・介護休業を利用できない・したくない理由は、「職場に休める雰囲気がないから」

が60.7％で最も高い。 

 

⑤ 男女平等を進めるために学校教育の場で重要なこと 

・男女平等を進めるために学校教育の場で重要なことは、「男女の差ではなく、個性や能力

に合わせた生活指導や進路指導を行う」が73.1％で最も高くなっている。平成28年調

査と比較すると、全体で「教員への男女平等研修を行う」は今回調査が30.9％で平成28

年調査（23.6％）よりも７ポイント高くなっている。 

 

⑥ 介護の経験と携わる時間 

・平日の介護に携わる時間は、女性で「１時間以上～３時間未満」が38.2％、男性で、「１

時間以上～３時間未満」が38.9％となっている。休日は、男女とも「１時間以上」が半

数以上を占めている。 

 

⑦ 介護のための転職・離職の経験 

・家族の介護のために転職や離職をした経験は、「ある」が女性で6.9％、男性で3.6％と

なっている。 

「今のところそういう考えはない」は女性が49.0％、男性が68.9％で男性が女性より

も20ポイント高くなっている。 
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⑧ 介護してほしい人 

・自分に介護が必要になった場合、介護してほしい人は、女性で「施設や介護サービスの

職員」が46.2％で最も高く、男性では「配偶者・パートナー」が49.5％で最も高くな

っている。 

・介護が女性となりがちな理由は、全体で「男性が介護する場合、家計の収入が大きく減

ってしまうから」が60.9％で最も高くなっている。また、「介護は女性の仕事という意

識が根強いから」は女性が35.8％で男性（16.4％）よりも19ポイント高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）地域活動・社会活動について 

① 隣近所との付き合いの状況 

・隣近所との付き合いの状況は、男女とも「あいさつや立ち話をする程度の人がいる」

が50.0％台で高い。「とても親しく付き合っており、困ったときの相談など助け合う人

がいる」、または「親しく付き合っており、一緒にお茶を飲んだりする人がいる」人は

女性が24.1％で男性（13.1％）よりも11ポイント高くなっている。 

 

② 地域活動への参加状況 

・地域活動への参加状況は、「特に参加していない」が46.3％で最も高くなっているが、

参加している活動のなかでは、「自治会・町内会などの地域活動」が18.3％で最も高く

なっている。「特に参加していない」は男性が48.2％で女性（44.4％）よりも４ポイ

ント高くなっている。 

 

③ 地域活動への参加に必要なこと 

・一般的に、男女がともに地域活動に参加するために必要なことは、「健康であること」

が55.6％で最も高くなっている。また、「家事や育児、介護等を男女で分担することに

 子育てに携わる時間は女性が長く、共働きの場合も女性が携わる時間が長い。 

 子どもを産み育てやすい環境は、「認可保育園など保育施設の拡充」が最も多く、有

職者では男女とも７割以上となっている。 

 男性の家事・育児参加は、「男性も家事・育児を行うのがあたりまえだと思う」が最

も多く、平成 28 年調査時よりも多くなっている。 

 育児休業の利用意向は、「利用したい」は女性が 69.5％、男性が 41.3％と男女で差が

みられ、男性は「利用したいが利用できそうにないと思う」が女性よりも多くなって

いる。 

 介護に携わる時間は男女で大きな差はみられない。 

 護が必要になった場合に介護してほしい人は、女性は「施設や介護サービスの職

員」、男性は「配偶者・パートナー」が高い。 
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より、お互いが外に出られる条件をつくること」は女性が32.5％で男性（22.0％）よ

りも11ポイント高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）人権について 

① ＤＶの被害経験 

・配偶者等からの暴力について経験したり、見たり聞いたりしたことがあるか尋ねたとこ

ろ、多くの項目で「まったくない」が８割以上となっているが、被害、加害、見聞とい

った何らかの経験がある場合では、全体で「怒鳴ったり、暴言を吐いて、人格を否定す

る」が22.1％となっている。ＤＶの経験を内容別にみると、被害経験は、「怒鳴ったり、

暴言を吐いて、人格を否定する」で、男女ともに他の暴力と比較して高いが、女性が9.9％

で男性（4.3％）よりも６ポイント高くなっている。加害経験は、おおむね男性が女性を

上回っており、「怒鳴ったり、暴言を吐いて、人格を否定する」は男性が5.9％となって

いる。見聞経験は、「殴る、蹴るなど」で女性が10.9％で男性（5.2％）よりも６ポイン

ト高くなっている。 

 

② ＤＶ被害の相談有無 

・ＤＶ被害の相談有無については、「相談した」は女性が30.5％、男性が11.5％となって

いる。《相談しなかった》は女性が48.4％、男性が60.3％で、男性が女性より12ポイ

ント高くなっている。 

 

③ ＤＶ被害の相談先 

・ＤＶ被害の相談先については、男女とも「友人・知人」が60.0％以上で最も高く、次い

で「親族」となっている。 

 

  

 隣近所との付き合いの状況は、男女とも「あいさつや立ち話をする程度の人がいる」

が 50.0％台で高いが、女性は「親しく付き合っており、一緒にお茶を飲んだりする

人がいる」が男性よりも高い。 

 地域活動に参加している人は男女ともに多いが、特に男性が多い。 

 男女がともに地域活動に参加するために必要なことは、「健康であること」が最も多

いが、「家事や育児、介護等を男女で分担することにより、お互いが外に出られる条

件をつくること」と考える人が女性で多い。 
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④ＤＶ被害を相談しなかった理由 

・相談しなかった理由は、全体で「相談するほどのことではないと思った」が41.1％で最

も高いが、「自分にも悪いところがあると思った」は男性が31.9％で女性（9.7％）より

も22ポイント、「相談するほどのことではないと思った」も男性が46.8％で女性

（37.1％）よりも10ポイント高くなっている。一方、「自分さえがまんすれば、そのま

まやっていけると思った」は女性が9.7％で男性（4.3％）よりも５ポイント、「恥ずか

しくてだれにも言えなかった」も女性が11.3％よりも男性（6.4％）よりも５ポイント

高くなっている。 

 

⑤ ＤＶ防止や被害者支援のために必要な対策 

・配偶者等からの暴力防止や被害者支援のために必要な対策は、「被害者の安全確保対策を

充実させる」が66.5％で最も高く、次いで「被害者のための相談を充実させる」が63.7％、

「法律による規制の強化や見直しを行う」が52.7％となっている。 

 

⑥ 性的マイノリティの方への対応について 

・性的マイノリティの方への対応については、「必要だと思う」は女性が70.6％、男性が

58.4％で男女とも最も高くなっている。性・年代別でみると、「わからない」は男女と

も70歳以上で半数近くと高くなっている。 

 

⑦ 性的マイノリティの方に対して必要だと思う取組 

・性的マイノリティの方に対して必要だと思う取組は、「市民や企業等に対して理解促進を

図る」が77.2％で最も高く、次いで「学校や、市役所の窓口での対応の充実を図るため、

教員や市職員に対して研修等の充実を図る」が66.2％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 配偶者等からの暴力について経験したり、見たり聞いたりしたことがある人は少ない

が、「怒鳴ったり、暴言を吐いて、人格を否定する」はなんらかの形で経験している

人がほかの暴力と比較して多い。 

 ＤＶ被害の相談はしなかった人が多く、「自分にも悪いところがあると思った」、「相

談するほどのことではないと思った」は男性が多い。一方、「自分さえがまんすれ

ば、そのままやっていけると思った」、「恥ずかしくてだれにも言えなかった」は女性

が多い。 

 配偶者等からの暴力防止や被害者支援のために必要な対策は、「被害者の安全確保対

策を充実させる」が最も多い。 

 性的マイノリティの方への対応については、男女とも「必要だと思う」人が多く、必

要だと思う取組は、「市民や企業等に対して理解促進を図る」が最も多い。 
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（５）男女共同参画の推進について 

① 各分野の男女平等観 

・各分野の男女平等観は、《男性優遇》で “政治の場”（79.9％）、“社会通念・慣習・

しきたりなど”（76.6％）、“社会全体として”（70.3％）が高くなっている。一方、

《女性優遇》はどの分野も１割未満となっている。国（内閣府）と比較すると、「男女

平等である」はすべての分野で小金井市が国を下回っている。≪男性優遇≫は“職場”

で小金井市が64.2％で国(53.4％)よりも11ポイント高くなっている。一方、“自治会

や地域サークルなどの地域活動の場”で小金井市が28.0％で国（34.7％）よりも７ポ

イント低くなっている 

 

② 小金井市のこれまでの施策・取組の認知状況 

・小金井市のこれまでの施策・取組で「知っている」はいずれも１割未満となっているが、

「聞いたことがある」をあわせた《認知》でみると、“男女平等市宣言（平成８年12月

に宣言）”（27.4％）、“男女共同参画講座（公民館）”（26.3％）、“こがねいパレ

ット”（22.5％）、“小金井男女平等基本条例（平成15年施行）”（22.2％）、“不

平等や差別に対する苦情・相談窓口”（20.9％）が２割台となっている。一方、「知ら

ない」はいずれも７割以上となっている。 

 

③ 男女共同参画に関わることばの認知状況 

・男女共同参画に関わることばで「知っている」は、各種ハラスメントが７割以上と高く

なっている。《認知》でみると、各種ハラスメントは９割台、“男女雇用機会均等法”

（84.5％）、“ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）”（83.1％）、“育児・介護休業法”

（80.2％）が８割台で高くなっている。一方、「知らない」は、“リプロダクティブ・

ヘルス・ライツ（性と生殖に関する健康・権利）”（72.6％）、“ポジティブ・アクシ

ョン（積極的改善措置）”（72.0％）が７割台で高くなっている。 

 

④ （仮称）男女平等推進センターの機能について 

・（仮称）男女平等推進センターの機能については、「さまざまな活動をしている個人や

グループの交流の場があること」が38.4％で最も高く、次いで「ドメスティック・バイ

オレンスやセクシャル・ハラスメント被害への支援」が36.4％、「講座やシンポジウム

などの事業の開催」が35.4％となっている。 

 

⑤ 審議会等の女性委員比率について 

・審議会等の女性委員比率については、男女とも「適任であれば性別を問わなくてもよい」

が高くなっている。 

 

⑥ 施策要望 

・男女平等社会を実現するための市の施策として今後どのようなことが重要かでは、「子

育て支援策の充実」が64.7％で最も高く、次いで「女性が働きやすい環境づくりの促進」
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が60.9％、「学校で平等意識を育てる教育の充実」が55.7％となっている。平成28年

調査と比較すると、全体で「学校で平等意識を育てる教育の充実」は今回調査が55.7％

で平成28年調査（42.7％）よりも13ポイント、「ワーク・ライフ・バランス（仕事と

生活の調和）の意識啓発」も今回調査が40.2％で平成28年調査（30.7％）よりも10

ポイント高くなっている。また、「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の

意識啓発」は特に女性で今回調査が42.4％で平成28年調査（32.1％）よりも10ポイ

ント高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 男女平等観は、政治の場、社会通念・慣習・しきたりなど、社会全体で男性優遇と考

える人が多い。 

 小金井市のこれまでの施策・取り組みを知っている人はすべて１割未満となってい

る。 

 男女共同参画に関わることばは、各種ハラスメントを知っている人が多いが、リプロ

ダクティブ・ヘルス・ライツ（性と生殖に関する健康・権利）やポジティブ・アクシ

ョン（積極的改善措置）を知らない人は７割台で多い。 

 男女平等推進センター（仮称）に必要な機能は、「さまざまな活動をしている個人や

グループの交流の場があること」と考える人が多い。 

 男女平等社会を実現するための市の施策として今後どのようなことが重要かでは、

「子育て支援策の充実」が最も多くなっている。 
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３ 第５次男女共同参画行動計画期間の取組と課題  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業調査（６月実施）の結果を

ふまえて記述 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念  

 

人権尊重とワーク・ライフ・バランスを軸とする 

男女共同参画の実現をめざして 
 

 

 本市がめざすべき男女共同参画社会は、「男女が互いにその人権を尊重し、認め合い支え

合いながら、それぞれの個性と能力を十分に発揮することができ、また、一人ひとりが輝

いて生きることができる社会」です。 

 第５次男女共同参画行動計画では、「人権尊重とワーク・ライフ・バランスを軸とする  

男女共同参画の実現をめざして」を理念に掲げ、「人権尊重」とワーク・ライフ・バランス」

の二つを重要なテーマとしてさまざまな取組を進めてきました。 

 １つめのテーマは「人権尊重」です。暴力のない社会、さらには、女性、男性、子ども、

高齢者、障がい者、外国人、性的指向や性自認等、あらゆる人々の多様性を認め合い、自

らの意思によりその個性と能力を発揮する機会が保証されること、人が人として尊重され、

健康を享受し、共に参画する社会は、男女共同参画社会の実現の基本となるものです。 

 ２つめのテーマは「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」です。 

少子高齢化、人口減少社会の中で今後も持続可能な社会を築いていくための重要な課題と

なっています。多様な働き方を普及し、テレワークの導入による在宅勤務を活用した働き

方なども増加している一方で、在宅による家事、子育てや介護等が女性へ集中し多重負担

となりやすい状況があります。地域や職場で活躍する女性を増やしていくためには、男性

の家事・育児等への参画を促す取組みや、長時間労働の改善や育児介護休業制度等への理

解を進めていくことは、固定的な性別役割分担意識の解消を図る男女共同参画社会の実現

に向けて欠かせないものとなります。 

 個人も、家庭も、地域社会も、この「人権尊重」と「ワーク・ライフ・バランス」に留

意しながら、その実現を支える啓発・支援・環境整備等の仕組みをさらに充実し、新しい

ライフスタイルを創っていくことを通し、意識と実態が伴った男女共同参画社会を形成し

ていくことが必要です。 

 これらの点を踏まえ、本計画の基本理念は、これまでの計画に引き続き「人権尊重とワ

ーク・ライフ・バランスを軸とする 男女共同参画の実現をめざして」と定めます。 
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２ 基本目標  

 

本計画の基本理念を具体的に推進していくため、基本目標を以下のとおり定めます。 

 

基本目標Ⅰ 人権が尊重され、多様性を認め合う社会をつくる 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの実現した暮らしをめざす 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅲ  男女共同参画を積極的に推進する 

 

 

 

 

第３回審議会内容をふまえて記述 

第３回審議会内容をふまえて記述 

第３回審議会内容をふまえて記述 



資料 ５（男女平等推進審議会） 

令和２年７月１０日 

 

（仮称）第６次男女共同参画行動計画案検討に係るスケジュール（案） 

 開催日時 検討内容等 

第３回 

男女平等推進審議会 

令和 2年 7月 10日（金） 

午前 9時 30分から 

・基本的な考え方について 

・体系案について 

（推進状況調査結果について） 

第４回 

男女平等推進審議会 

令和 2年 8月 24日（月）

午後 2時から 

計画骨子案について 

（推進状況調査・質疑確認） 

第５回 

男女平等推進審議会 

令和 2年 10月 8日（木） 

午後 5時 30分から 

・計画素案について 

・市民懇談会の開催について 

（推進状況についての意見取りまとめ） 

市民懇談会 

(11月実施の場合) 

（予定） 

令和 2年 11月 日午後 

・計画素案の説明 

・意見交換（実施方法について） 

第６回 

男女平等推進審議会 

令和 2年 11月 19日(木) 

午前 9時から 

・計画素案について 

・市民懇談会意見について 

（推進状況についての提言案検討） 

パブリックコメント  ・意見募集 

第７回 

男女平等推進審議会 
令和３年１月・２月 

・パブリックコメントへの回答案につい

て 

・計画案（最終）について 

（推進状況についての提言案検討） 

パブリックコメント結果（意見と回答）の公表 

第８回 

男女平等推進審議会 
令和３年２月・３月 

・計画答申案の確定 

（推進状況に対しての提言の確定） 

 

 

 

市長へ答申及び提言を提出 

 



資料６（男女平等推進審議会）令和２年７月10日）

　※１　自己評価（対前年進捗度）について

　A＝充実・強化（事業を新たに実施した。または充実した。） 　①固定的な性別役割分担意識の解消や男女平等意識・人権意識の育成

　B＝前年度同様（前年度と同様の内容で実施した。） 　②仕事と生活が両立できる社会環境づくりや意識の育成

　C＝縮小 　③男女の生活の安定と自立を促す取組 ⑤男女がともに様々な社会参加・方針決定過程参加をするための環境づくり

は重点施策 　D＝未着手（該当事業に取り組まなかった。） 　④課題を抱える男女の支援や人権を守るための支援⑥他部署や関係機関との連携による男女共同参画の推進

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

・人権週間意識啓発事業用リーフレット
（市民及び小中学校教職員配布用）の作
成

広報秘書課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

・「小金井市子どもの権利に関する条例」
リーフレット（小学生版・中学生以上版）の
作成・配布

児童青少年課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

・情報誌「かたらい」、「こがねいパレット」
記録集の発行・配布

企画政策課

男女共同参画情報誌「かたらい」50・51号を発行
発行部数　各号2,600部
配布先　東京都・区市町関係機関、医師会会員、歯科医師会会
員、学校、市施設等　計404箇所
第33回こがねいパレット記録集を発行
発行部数　400部
配布先　東京都・区市町関係機関、学校、市施設等　計170箇
所

B ○ ○ ○ ○

『かたらい50号』では、「人生１００年時代　あなたもライフコース
について考えてみよう」を特別企画のテーマとし記事を掲載し
た。
『かたらい51号』では、特別企画として小金井市名誉市民の毛
里和子さんへのインタビュー記事を掲載。特集として「子どもの
視点から男女共同参画を考えてみよう」をテーマにインタビュー
及び寄稿を掲載した。
『第33回こがねいパレット記録集』は、当日の内容と、男女共同
参画に賛同する団体の紹介等を掲載した。
「かたらい」及び「こがねいパレット記録集」の発行を通し、男女
平等意識の啓発を行うことができた。
（前年度比）
配布先・発行部数は前年同様

今後も情報誌及び記録集を発行し、男
女共同参画に関する理解促進を図る。
また、市報及び市ホームページへ掲載
し、周知を図っていく。

・新成人向け啓発資料の作成・配布 企画政策課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

・男女共同参画シンポジウム等を通じた
男女平等基本条例等の周知

企画政策課

男女共同参画室シンポジウムの及びこがねいパレットの参加者
（計73人）へ男女平等都市宣言資料を配布した。
こがねいパレット記録集に男女平等都市宣言を掲載し周知を
図った。
こがねいパレット記録集を発行部数　400部

B ○ ○

講演会参加者等に対し男女平等基本条例等の周知を行うこと
ができた。
（前年度比）資料の配布機会　前年同様
こがねいパレット記録集の発行部数　前年同様

周知を進めていくため、講演会や市報
及び市ホームページを利用し、男女共
同参画の理解促進を図っていく。

・女性談話室における各種資料の配架 企画政策課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

・男女共同参画週間に合わせた図書館に
おけるテーマ図書の展示等

図書館
人権・男女平等に関する図書類や関係資料の収集に努めたほ
か、男女共同参画週間に合わせてテーマ図書を32冊展示し、5
冊の利用があった。

B ○ ○
男女共同参画週間に合わせて、関連図書や男女共同参画室所
蔵資料を、テーマ図書として展示・貸出を行い、来館者に男女共
同参画の意識の啓発を行うことができた。

今後も、人権・男女平等の資料の収集
に努めるとともに、男女共同参画週間に
合わせて、テーマ図書展示及び図書館
Twitter等での広報活動を行い、資料の
活用にも努める。

(4)
情報誌「か
たらい」の
発行・周知

企画政策課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

　※２　効果があったと思われる男女共同参画の視点（該当するものに「○」を付けてください。複数回答可）

第５次男女共同参画行動計画における令和元年度推進状況調査【調査票１】

市民編集委員の参加による男女共同参画情報誌「かたらい」
を発行し、市施設や市内医療機関等で配布するなど広く周知
します。

基本
目標

事業名施策

人権に関
する啓発
資料の作
成・活用

⑴
　
人
権
・
男
女
平
等
の
意
識
改
革
の
推
進

施策
の

方向

主要
課題

Ⅰ
　
人
権
が
尊
重
さ
れ

、
多
様
性
を
認
め
合
う
社
会
を
つ
く
る

男女平等
に関する
各種啓発
資料の作
成・活用

人権・男女
平等に関
する図書・
資料の収
集と活用

１
　
人
権
尊
重
・
男
女
平
等
意
識
の
普
及
・
浸
透

①
人
権
・
男
女
平
等
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
活
動
の
推
進

(1)

(2)

(3)

男女共同参画のための
今後の課題や推進の方向性

自己評価と効果（達成度）の理由NO

効果があったと思われる
男女共同参画の視点　※2

人権尊重の意識の
浸透と定着を図る
ため、人権に関する
啓発資料を作成・活
用します。

事業内容

自己評価
（対前年
進捗度）

※1

実施した内容担当課

男女平等都市宣
言・男女平等基本
条例など、男女共
同参画に関する理
解促進を図るため、
各種啓発資料を作
成・活用します。

人権・男女平等に
関する図書や関係
資料の収集に努め
ます。また、収集し
た図書や関係資料
の貸し出し・閲覧な
ど活用を図ります。



① ② ③ ④ ⑤ ⑥

基本
目標

事業名施策
施策
の

方向

主要
課題

男女共同参画のための
今後の課題や推進の方向性

自己評価と効果（達成度）の理由NO

効果があったと思われる
男女共同参画の視点　※2

事業内容

自己評価
（対前年
進捗度）

※1

実施した内容担当課

・人権に関する講演会の開催 広報秘書課
「ひとりじゃないよ～院内学級の子どもたちが教えてくれた大切
なこと」
参加者　90名

A ○ ○ ○

都の補助金を活用することで人気の高い講師を呼ぶことがで
き、今年度は満席となり、多くの人の人権意識啓発に繋がった。
アンケート（79人回答）においても、77人の方が内容が良かった
と回答している。
（前年度比）　+3名

実施内容の充実を図りながら、事業の
継続を図る。

・人権作文発表の実施 広報秘書課 実施なし D

平成26・27年度の人権講演会において、集客効果を期待して人
権作文コンテスト受賞者の表彰及び発表を合わせて実施した
が、期待した結果が得られなかったことと、受賞者は東京都大
会にて表彰及び発表の機会があることに加え、作文の内容に
よっては、市内という限られた区域での発表は個人情報保護の
観点から相応しくないケースも想定されることから、29年度以降
は実施しないこととした。

左記の理由により、今後は実施しない。

・人権啓発物品の配布 広報秘書課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

(6)

男女共同
参画ｼﾝﾎﾟ
ｼﾞｳﾑの開
催

企画政策課

「映像の中の女性たち」をテーマに、メディアリテラシーの観点か
ら、ディズニーアニメのヒロインが時代とともにどのように変化し
ていったのか講演いただいた。
講師：国広洋子氏（武蔵大学名誉教授）
参加者　35人（女性25人、男性10人）

B ○ ○

テーマ設定や講演タイトルがわかりずらく、参加者数が前年度
より減少したが、毎年テーマを変えて様々な角度から男女共同
参画の啓発を行うことができた。
(前年度比)参加者　50%（女性△20人　男性△15人）

集客を増やせるよう、テーマ設定やポス
ターデザインを工夫するなど周知方法を
検討し、多くの市民へ男女共同参画の
意識啓発をできるよう努めていく。

(7)
｢こがねい
パレット」
の開催

企画政策課

市民実行委員10人による企画・運営で、第33回こがねいパレッ
ト「Ｉｔ’ｓ　笑（ショー）　タイム!!　笑いで吹き飛ばせ　暮らしのモヤ
モヤ」を開催した。母娘漫才コンビの林家まる子さんと林家カ
レー子さんによる漫才を、笑いを交えながら男女共同参画に関
する話題で披露いただいた。
市民実行委員数　10人
参加人数   38人（女性25人、男性13人）
賛同団体展示　12団体
記録集   400部（令和2年3月発行）

B ○ ○ ○

身近な話題をテーマにした漫才の中に男女共同参画の話があ
り、わかりやすく楽しみながら男女共同参画を考える機会となっ
た。
参加者数は前年度から減少したが、アンケートの結果では、「良
かった」と回答した方が96%と満足度が高かった。また、初めてこ
がねいパレットに参加した37.9%の人に、男女共同参画の意識啓
発を行うことができた。
（前年度比）市民実行委員　+1人
参加者　54.3%（女性△20人　男性△12人）
賛同展示団体　△2団体
記録集　前年同数

市民実行委員とともに毎年異なるテー
マや内容を企画し、賛同団体の協力を
得ながら男女共同参画の啓発を行って
いく。

(8)

メディア・リ
テラシーに
関する普
及・啓発

企画政策課

市報「みんなのひろば」において、「男女平等に配慮した表現と
メディア・リテラシー」と題した記事を掲載し、メディア・リテラシー
の重要性及び人権が尊重され、多様な個性を発揮できるように
普及・啓発を促した。
また、男女共同参画シンポジウムでメディア・リテラシーに関す
る講演会を開催した。※再掲(6)

A ○ ○
男女共同参画シンポジウムで、「映像の中の女性たち」と題する
メディア・リテラシーに関する講演会を開催し啓発を行うことがで
きた。

男女の性差別、偏見の助長、固定的な
考えを防止するため、引き続き市報を活
用し広く市民に普及・啓発を図っていく。

(9)
情報モラ
ル教育の
充実

指導室
携帯電話会社、警察等と連携し、セーフティ教室を実施するなど
情報モラル教育を推進した。
全小・中学校　１４校

B ○

ICT教育が進む中、授業等でも情報モラル教育を扱うことが増え
てきた。
（前年比）
実施校　前年同様

情報モラルを指導する際にインターネッ
トによる人権侵害、男女平等について
扱うようにする。

・市ホームページにおける手引きの周知 企画政策課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

・職員研修等庁内における手引きの周知 企画政策課

新入職員への新任研修及び庁内に「男女共同参画の視点から
の表現に係る調査」を行い、「男女共同参画の視点からの表現
の手引き」により市刊行物への適切な言葉や表現の使用につ
いて周知を図った。

B ○ ○
前年と同様に新入職員及び庁内全課に対し、市刊行物への適
切な言葉や表現の使用について改めて周知を行うことができ
た。

全庁に市刊行物に適切な言葉や表現を
用いていくように継続して周知を図り、
ガイドラインの活用を進めていく。

②
人
権
・
男
女
平
等
に
関
す
る
講
演
会
等
の
開
催

【
重
点
施
策

】

男女共同参画シンポジウムを開催し、男女共同参画の意識啓
発を行います。

男女がともにいきいきと暮らせる社会をめざし、市民実行委員
による企画・運営する男女共同参画推進事業「こがねいパレッ
ト」を開催します。

人権尊重の意識の
浸透と定着を図る
ため、女性の人権
や多様な性への理
解などさまざまな人
権をテーマに講演
会等を開催します。

人権に関
する講演
会等の開
催

⑴
　
人
権
・
男
女
平
等
の
意
識
改
革
の
推
進

①
メ
デ
ィ
ア
・
刊
行
物
等
へ
の
配
慮

⑵
　
男
女
共
同
参
画
の
基
盤
と
な
る
人
権
の
尊
重

Ⅰ
　
人
権
が
尊
重
さ
れ

、
多
様
性
を
認
め
合
う
社
会
を
つ
く
る

１
　
人
権
尊
重
・
男
女
平
等
意
識
の
普
及
・
浸
透

(5)

学習指導要領に基づき、児童・生徒に対して男女平等の視点
を盛り込んだ情報モラル教育を実施します。

「男女共同参画の
視点からの表現の
手引き」を周知する
とともに、市が発行
する刊行物等での
適切な表現を使用
することを促しま
す。

表現ガイド
ラインの周
知と活用

(10)

市報などを通じて広く市民にメディア・リテラシーに関する啓発
を行い、人権尊重と性差別防止を図ります。

2



① ② ③ ④ ⑤ ⑥

基本
目標

事業名施策
施策
の

方向

主要
課題

男女共同参画のための
今後の課題や推進の方向性

自己評価と効果（達成度）の理由NO

効果があったと思われる
男女共同参画の視点　※2

事業内容

自己評価
（対前年
進捗度）

※1

実施した内容担当課

・男女平等の視点を取り入れ、男女のバ
ランスに配慮した市報等の発行

広報秘書課

市報等にイラストや写真を掲載する際、男女平等の視点を取り
入れる。
月2回、1日・15日に発行。
令和元年度は1,572,300部発行
（平成31年4月15日号～令和2年4月1日号）

B ○
特段指定のあるものを除き、男女のバランスのとれたイラスト・
写真を掲載することができた。

掲載内容の充実を図りながら、事業の
継続を図る。

(11)

男女平等
に関する
苦情・相談
の受付

企画政策課

市報（年2回）及びホームページに男女平等に関する「苦情」・
「相談」の窓口等の情報について掲載し、男女平等に関する苦
情処理のしくみを図解でわかりやすく周知した。
専門知識のある男女平等苦情処理委員が苦情処理を行うこと
ができる体制を整えている。

B ○
前年と同様に市報及び市ホームページを活用し周知を行い、相
談があった際に対応できる体制を整えた。

市報やホームページ等を通して周知を
継続し、公平に適切かつ迅速に処理で
きる体制を維持していく。

・人権・身の上相談、市民相談 広報秘書課
人権・身の上相談14回21件
市民相談 240回1,252件

B ○ ○ ○ ○

相談事業を通じて個々の人権問題解決に寄与することにより、
人権意識の育成につながったと考える。
（前年度比）
人権・身の上相談　14回17件→14回21件
市民相談　244回1,246件→240回1,252件

実施内容の充実を図りながら、事業の
継続を図る。

・女性総合相談 企画政策課

生活を営む中で直面している様々な悩みについて、専門の女性
ｶｳﾝｾﾗｰによる相談の場を年間59日177コマ提供し、ひとりで悩
むことなく相談を通して解決方法を見出していけるように助言等
を行った。
相談者の希望により面談または電話での相談を実施し、子ども
の保育が必要な相談者には保育を利用できる環境を整えてい
る。
市報、市ホームページ、情報誌等により、相談窓口の周知を
行った。
延べ相談件数119件
保育利用件数　8件

B ○

相談者延べ人数は減少となったが、相談者数は増加した。
相談体制及び周知方法は前年同様に行った。
（前年度比）
延べ相談件数　87.5%
保育利用件数　±0件

市報・市ホームページや刊行物等をとお
し、できるだけ多くの方が利用できるよう
周知を行っていく。

(13)
外国人相
談の実施

広報秘書課 外国人相談0回0件 B ○ ○ ○
例年、利用件数が少ない。周知方法等の検討が必要。
（前年度比）　0件→0件

他市の状況、代替案の必要性等、総合
的に検討を行い事業継続の可否を判断
する。

(14)

人権・平和
に関する
講演会等
の開催

広報秘書課

非核平和映画会「この世界の片隅に」上映　参加者129名
原爆写真パネル展　参加者407名（男238名、女169名）
横断幕掲出（市内5か所）7/10～8/14
原爆死没者への黙とう
平和行事参加の旅　参加6名（男4名、女2名）
小金井平和の日記念行事（新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止）

B ○ ○ ○

様々な事業を通じ、人権尊重や平和の尊さについて啓発するこ
とができた。
（前年度比）
非核平和映画会　△21人
原爆写真パネル展　＋13人
横断幕掲出　前年同様
平和行事参加の旅　△1人
小金井平和の日記念行事　△112人

実施内容の充実を図りながら、事業の
継続を図る。

(15)
国際理解
教育の推
進

指導室

オリパラ教育として国際理解を推進した。英語や外国語活動で
多様な文化や習慣をもつ外国について理解を深めた。
ALT派遣　全小・中学校14校
留学生交流会2校

B ○

外国語及び外国の文化や習慣への理解を深めることができた。
（前年比）
ALT派遣
実施校　前年同様
実施時間　小学校+5時間
留学生交流会　前年同様

ALTの派遣時数のさらなる充実を図る。

・日本語スピーチコンテスト、うどん打ち体
験会等

コミュニティ文化課

国際交流として、昨年までと同様に日本語スピーチコンテスト
(参加者45人)・うどん打ち体験会(34人)・こども国際交流フットサ
ル大会(新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止)・「外国
人おもてなし語学ボランティア」育成講座を2回開催した（第１回
参加者28人,第２回参加者35人）。

B ○

国際交流及び国際理解を推進する事業を実施し、市民の人権
意識の醸成につなげることができた。
参加者の前年度比は日本語スピーチコンテストが93%・うどん打
ち体験会が106%・「外国人おもてなし語学ボランティア」育成講
座が96%となった。

参加者アンケートからも各事業の継続
を求める声が多く、今後も同事業の充
実を図りたい。（なお「外国人おもてなし
語学ボランティア」育成講座は、東京都
が東京五輪にむけて主催し、各市で実
施していた事業であり、令和元年度で終
了予定である。）
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「男女共同参画の
視点からの表現の
手引き」を周知する
とともに、市が発行
する刊行物等での
適切な表現を使用
することを促しま
す。

表現ガイド
ラインの周
知と活用

(10)

男女平等に関する苦情処理窓口の設置により、男女平等を阻
害する苦情、相談に対応します。

人権侵害
等に対す
る相談の
実施

性による差別を含
む人権侵害を始
め、市民の苦情・相
談を幅広く受け付
け、人権問題の解
決等に努めます。

(12)

市内小・中学校において、留学生や地域に住む多様な文化や
習慣を持つ外国人との交流活動を実施します。

人権・平和に関する映画会や講演会等を開催します。さまざま
な視点から市民により広く周知、啓発していくことで、多文化共
生への理解を図ります。

市内に居住する外国人の日常生活に関する相談・情報提供な
ど、専門の相談員による外国人相談を実施します。

(16)
在住外国
人との交
流の推進

多文化共生社会へ
の理解を深めるた
め、外国籍市民と
の各種国際交流事
業や公民館を活用
した学びにおける国
際交流事業を実施
します。
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥
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目標

事業名施策
施策
の

方向
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課題

男女共同参画のための
今後の課題や推進の方向性

自己評価と効果（達成度）の理由NO

効果があったと思われる
男女共同参画の視点　※2

事業内容

自己評価
（対前年
進捗度）

※1

実施した内容担当課

・生活日本語教室、国際理解講座等 公民館

〇青年国際交流事業「生活日本語教室」年間39回、延べ参加
者1,242人
〇国際交流事業「不思議な国ネパール」4回、受講者数26人（男
性7人、女性19人）、延べ参加者80人
〇市民講座「多文化共生とは？～グローバル社会で外国人と
共存するには？～」2回、受講者数21人（男性9人、女性12人）、
延べ参加者37人

A ○ ○

外国人の男女が日常生活に必要な日本語の習得支援を行っ
た。気軽に参加可能な場を提供し国際交流の推進と異文化へ
触れる機会が作れた。
（前年度比）
生活日本語教室　　延べ参加者数80%
その他の講座　延べ参加者数170%

引き続き日常生活に必要な日本語の学
習や各種イベントを開催し、公民館を活
用した国際交流事業を継続して実施す
る。

職員課

平成26年度の新任研修から男女共同参画の科目を新設し、新
入職員向けの研修を実施している。また、毎年度、市町村職員
研修所で開催している男女共同参画形成研修に入所2年目の
職員を派遣している。

B ○
男女共同参画の意識向上を図るため、新入職員9名に対し新任
研修を行い、また、2年目職員及び未受講者8名を市町村職員
研修所へ派遣し、理解を深めた。

今後も研修を継続していくとともに、時
代背景に合わせた研修内容となるよう
に適宜検討していく。

指導室
教職員に対して、人権に関わる研修を実施した
。初任者研修会15人、人権教育推進委員14人

B ○

人権教育推進委員会を年間４回実施し、人権尊重教育推進校
発表（小金井第一小学校）には、市内多くの教員が参加した。
（前年比）
参加者　　初任者△8人　　　 推進委員 前年同様

人権教育推進委員会を通じて、男女平
等教育についての正しい理解を図って
いく。

・人権教育プログラムを活用した男女平
等の視点を含む人権教育

指導室
各学校における人権教育プログラムに基づいた男女平等教育
の推進、人権教育推進委員に対しての研修を実施した。
人権教育推進委員14人×4回実施

B ○

各学校の人権教育推進計画に基づき、各教科、特別活動で
扱った。
研修会を通して教員の意識の向上が図られた。
（前年比）
実施校　前年同様

市教委主催の様々な教職員研修の中
で、男女平等の視点を含む人権教育を
推進していく

・職場体験学習における男女平等の視点
に立ったキャリア教育

指導室

教務主任研修会において、男女平等の視点に立った、主体的
に進路選択するための望ましい勤労観・職業観に関わる研修を
行った。
教務主任研修会　年１回実施

B ○

固定的な性別役割分担にとらわれない勤労観・職業観の育成を
行うことができた。
（前年度比）
教務主任研修会　前年同数

職場体験学習におけるキャリア教育を
推進する。

・個々の能力に応じた進路指導 指導室
進路指導主任研修会において、主体的に進路選択するための
望ましい勤労観・職業観に関わる研修を行った。
進路指導主任会　年1回実施

B ○

固定的な性別役割分担にとらわれない進路指導を行うことがで
きた。
（前年度比）
進路指導主任会　前年同数

性別にとらわれることなく、能力・適性を
生かした適切な進路指導の充実を図
る。

(19)
両親学級
の充実

妊娠、出産、育児に
関 す る 知 識 の 普
及、地域の友だち
作りへの 支援 と し
て、妊婦とそのパー
トナーを対象とした
両親学級を開催し
ます。

・平日コース及び土曜日コースの実施 健康課

両親学級
令和元年度実績
実施回数：平日コース（年4回）・土曜日コース（年5回）
平日コース：参加実人数68人（女性：38人、男性30人）
土曜日コース：参加実人数255人（女性：131人、男性124人）

B ○ ○ ○

平日コース参加人数前年比63%
土曜日コース参加人数前年比72%
2コース共に参加人数は、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため3月分が中止となり、前年度を下回ったが、女性に対する男
性の参加比率については前年度89%に対し、今年度91%と上昇
した。

ニーズの高い土曜日コースの定員拡充
を図り、両親で参加しやすい環境を整え
る。
また、家庭において、共に子育てに関
わっていけるよう支援する。

(20)

エンジェル
教室・カル
ガモ教室
の開催

子育て支援課

エンジェル教室　年21回（2日間コース）
参加者　保護者 361人　子ども　347人
※新型コロナウイルスの影響にて２月１回分、３月を中止
カルガモ教室　　年12回（3日間コース）
参加者　保護者129 人　子ども129人

B ○ ○

親子遊び、保護者同士の交流や情報の提供、育児に必要な知
識の普及等を図り、家庭で安心して子育てができる環境づくりに
つながった。
新型コロナウイルスの影響で中止したこともあり利用者が減少
となっている。
(前年度比)参加者減(△15～19%）

初めての親子教室となることが多く、知
識のみならず、交流、仲間づくりにつな
がり満足度の高い事業であり今後も継
続実施する。なお、父親参加について
市報等で周知しているが、残念ながら
参加はない。引き続き周知するとともに
父親向け講座など参加の機会を補って
いきたい。

(21)
家庭教育
学級の開
催

生涯学習課

各小中学校PTAに委託し、家庭教育学級を実施した。小中学校
12校において、性別にとらわれない家庭環境づくりや家庭教育
の諸問題、子どもの健康、遊び、文化等についてのテーマをもと
に企画・実施した。
参加者　2,398人

B ○

家庭教育学級を実施することにより、家庭と学校・地域が密接
な連携を保ちつつ、児童・生徒のより良い教育環境づくりと人間
性豊かな子どもの育成を図ることができた。
.（前年度比）参加者　△384人

今後も保護者、学校の協力を得ながら、
事業の実施に向け取り組んでいく。
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(17)

保育・教育
関係者に
対する研
修の充実

(16)
在住外国
人との交
流の推進

多文化共生社会へ
の理解を深めるた
め、外国籍市民と
の各種国際交流事
業や公民館を活用
した学びにおける国
際交流事業を実施
します。

保育園及び小・中学校に勤務する職員を対象に、人権、男女
平等・男女共同参画に関する研修を実施します。

保護者と子どもがともに学習するための場として、市立小中学
校のＰＴＡ連合会に運営を委託して、家庭教育学級を実施しま
す。

育児上の不安の解消・軽減を目的として、育児知識・育児情報
の提供、親子で友だち作りへの支援を主眼としたエンジェル教
室・カルガモ教室を開催します。

小・中学校における
学校活動の中で、
男女平等の趣旨を
踏まえた人権教育
等を推進します。

4



① ② ③ ④ ⑤ ⑥

基本
目標

事業名施策
施策
の

方向

主要
課題

男女共同参画のための
今後の課題や推進の方向性

自己評価と効果（達成度）の理由NO

効果があったと思われる
男女共同参画の視点　※2

事業内容

自己評価
（対前年
進捗度）

※1

実施した内容担当課

(22)

人権尊重・
男女平等
の視点を
踏まえた
各種講座
の実施

公民館

〇障害者青年学級「みんなの会」年間22回、学級生45人（男性
20人、女性25人）、延べ参加者671人
〇男女共同参画講座「歴史を作った女性たち～ココ・シャネルと
津田梅子の生涯～」2回、受講者数35人（男性4人、女性31人）、
延べ参加者58人
〇「認知症カフェ」22回、延べ参加者360人（男性124人、女性
236人）

B ○ ○ ○ ○ ○

男女平等、人権意識、差別解消を育む学習の場の提供が図ら
れた。
（前年度比）
みんなの会　延べ参加者数88%
男女共同参画講座　延べ参加者数89%
認知症カフェ　延べ参加者数89%

今後も継続して実施する。

・市職員派遣による出前講座 生涯学習課
市民の方が主催する学習会などに、要請に応じて市役所職員
等が出向き説明をする「出前講座」を24回実施。

B ○
前年に比べ、実施回数は減っているが、毎年ご依頼いただいて
いる団体もある。
（前年度比）実施回数　△6回

市報等でPRを行い、学習の場の提供等
を引き続き行う。

・市民がつくる自主講座（男女共同参画
部門）の開催

公民館

「子育て　仕事　保育園えらび」参加者8人（女性8人）
「子育て中の家族のための家事と家計の講座」2回、延べ参加
者24人（女性24人）
「ココロと身体で感じる子育て」2回、延べ参加者37人（女性37
人）
「ドイツ・スウェーデンの子ども達の話」2回、延べ参加者42人（男
性17人、女性25人）
「小金井の街から知ろう変えよう『女性と子どもの生きづらさ』」2
回、延べ参加者53人（女性53人）
「対話を大切にする国デンマークで学生が学んだこと」参加者8
人（女性8人）
「これいいね！日本の食卓」3回、延べ参加者55人（男性2人、女
性53人）

C ○ ○ ○ ○ ○

事業承認後に辞退した団体があったこと、新型コロナウイルス
による講座が中止になったこと等が影響して前年度のレベルを
大きく下回ってしまった。
（前年度比）
延べ講座回数　65%
延べ参加者数　38%

当講座の趣旨を広く市民に周知するた
め、説明会は複数回実施した。今後とも
目的に沿った講座となるよう継続して支
援していく。

・ＤＶ相談カードの配布 企画政策課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

・「女性に対する暴力をなくす運動」に合
わせた啓発パネルの展示

企画政策課

国の「女性に対する暴力をなくす運動」に合わせて、市役所第二
庁舎において「DV防止普及啓発パネル展」を2週間開催した。
DV防止普及啓発パネルの設置や国、都、市などで作成してい
るポスターやリーフレットの展示・配布を行った。

B ○ ○ ○
前年度と同様の期間、内容で開催した。
来庁者及び職員に対しDV防止の啓発を行うことができた。

「DV防止普及啓発パネル展」の開催を
継続し、引き続きDVの理解、DV防止の
啓発を行っていく。

(25)

医療機関・
関係機関
への情報
提供の充
実

企画政策課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

健康課

妊婦面談　令和元年度実績　726人
妊婦面談率78.3％（妊娠届1,032人）
乳児全戸訪問事業で指導員等が家庭訪問した際や乳幼児健診
で、アンケートの実施や聞き取りを行った。支援が必要な事案に
ついては関係機関と連携し支援方針の検討を実施。
令和元年度訪問延べ件数：2,487件

B ○ ○
2月あたりより新型コロナウィルス流行により、面談希望が減
少。また早めの里帰りも増加したことにより、昨年度の妊婦面談
率は79.3％であったのに対し、今年度は78.3％と少し減少した。

市民の健康維持・管理のため、また健
康に対する不安がある方や経済・生活
問題等のある方にも面談の機会を提供
し、だれもが安心して出産できるように、
継続して実施していく。

子育て支援課

要保護児童対策地域協議会の開催
代表者会議年1回、実務者会議年4回、
個別ケース会議年55回、
要保護児童対策地域協議会研修会年1回

A ○ ○

要対協機関に前年度に引き続き、1機関加わり、地域ネットワー
クの充実を図った。また各種会議を開催し、各機関に対し児童
虐待防止に関する共通認識や周知を図り、連携を密にして早期
発見や支援などを実施することができた。
(前年度比)要対協機関　1増

各機関が主体的に対応ができるよう
日々の関わりの中で密に連携するとと
もに、要保護児童対策地域協議会の場
を活用し、面前DVを含めた児童虐待の
早期発見・早期対応ができるよう事例検
討など行う。

２
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同
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進

⑵
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女
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育
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②
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・
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習
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力
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り

３
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力
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①
Ｄ
Ｖ
の
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(24)

Ⅰ
　
人
権
が
尊
重
さ
れ

、
多
様
性
を
認
め
合
う
社
会
を
つ
く
る

健診事業
や児童虐
待防止対
策を通じた
早期発見

ＤＶ相談カードの配
布や市報・市ホーム
ページ、刊行物など
によるＤＶの防止に
向けた啓発と相談
窓口に関する情報
提供を行います。

ＤＶの防止
に向けた
啓発と情
報提供

医療機関等に通報義務について周知するとともに、ＤＶ相談
カード等を配付し、相談窓口の周知・情報提供を行います。

各種健診、訪問・相談事業などさまざまな機会を捉え、迅速に
対処できるよう、要保護児童対策地域協議会など関係機関と
連携した早期発見・情報提供に努めます。

(26)

地域において、人権尊重・男女平等の視点を踏まえたさまざま
な講座や学習機会を提供します。

(23)

市民や市内を中心
に活動している団
体が、企画・主催す
る男女共同参画に
関する学習会や講
座の開催を支援し
ます。

男女共同
参画に関
する講座
等の開催
支援
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥

基本
目標

事業名施策
施策
の

方向

主要
課題

男女共同参画のための
今後の課題や推進の方向性

自己評価と効果（達成度）の理由NO

効果があったと思われる
男女共同参画の視点　※2

事業内容

自己評価
（対前年
進捗度）

※1

実施した内容担当課

(27)

小中学校
での人権
教育の推
進

指導室
各学校で人権教育プログラムに基づいたハラスメントについて
児童・生徒に指導した。

B ○
前年同様に全小・中学校で、人権教育プログラムを活用した指
導が行うことができた。

児童・生徒へ人権教育を継続して行い、
人権についての正しい理解を図ってい
く。

・「知っておきたいデートＤＶ」（リーフレッ
ト）のホームページによる啓発

企画政策課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

・成人式におけるＤＶ相談等の案内配付 企画政策課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

(29)

被害者の
安全確保
のための
関係機関
との連携

企画政策課

DV等被害者の安全確保のため、警察や庁内関係各課と連携し
対応した。
また、小金井市緊急一時保護施設運営費補助金交付要綱に基
づき、民間シェルターへ財政的支援を行った。

B ○ ○ ○
前年度と同様に民間シェルターへの財政的支援によって、被害
者の支援及び生活の安定を図ることができた。
（前年度比）補助金額　前年同額

被害者が安全で安心して生活できるよ
う、避難できる施設の提供及び自立に
向けたサポートなどを行う民間シェル
ターを引き続き支援していく。

企画政策課

DV等被害者等からの申出により、住民基本台帳の閲覧制限な
どの支援措置を実施した。
DV等被害者支援の連携強化のため庁内関係各課との情報交
換会及び東京ウィメンズプラザの出前講座「DV基礎研修」を開
催した。
情報交換会の開催　1回

A ○ ○ ○

毎年開催している情報交換会で、令和元年度は「DV基礎知識」
についての研修を実施した。
また、庁内の関係課と連携して、被害者の支援及び生活の安定
を図るための意識の共有と理解促進を図ることができた。
（前年度比）情報交換会の開催　前年同数

関係機関、庁内の関係各課と連携し、
被害者支援に必要な支援を行っていく。

市民課
DV及びストーカー行為等の被害者からの申出により、住民基本
台帳の閲覧制限等の支援措置を実施した。

B ○
支援措置を実施することにより、被害者の個人情報保護を推進
することができた。

継続して支援措置を実施する。

(31)

生活の再
建に向け
た支援と
情報提供

企画政策課

関係機関及び庁内関係各課と連携しDV被害者へ必要な支援
や自立に向け、情報提供を行った。
庁内関係各課との情報交換会において、情報の共有を図った。
情報交換会の開催　1回　※再掲№30

B ○ ○ ○
庁内関係各課との情報交換会により各課との連携を確認し、
DV等被害者への必要な支援や情報提供を行うことができた。

関係機関、庁内の関係各課と連携し、
被害者支援に必要な支援を行っていく。

・保育に関する支援 保育課
児童相談所及び子ども家庭支援センターと連携し、保育所入所
及び在園している要保護児童への支援を行っている。

B ○ ○ ○ ○
待機児童が多い中、出来る限り入所への配慮を行うとともに、
在園している要保護児童についても連携しながら支援を行って
いる。

各課がどのような対応が可能なのか、
関係各課同士で共有する必要がある。
行政全体として、どう支援が出来るか専
門知識を持った職員の育成が課題。

学務課
支援が必要な家庭から相談があった場合は、速やかに就学で
きるように手続を行った。また、市内の各小中学校と情報を共有
したことで、連携ができた。

B ○ ○ 支援体制を整備しており、適宜対応できた。
今後も関係機関と連携して、適宜対応し
ていく。

指導室

校長に対し、校長会等で、要保護児童への支援について、対応
法と理解を深めた。子ども家庭支援センターと連携し、要保護児
童の就学相談を行った。
就学相談　年6回実施

B ○ ○ ○

保護者の希望を踏まえ、相談所も関わりながらよりよい進路を
検討している。
（前年比）
実施回数　前年同様

要保護児童の情報を関係機関とスクー
ルソーシャルワーカーが連携していく。

(32)

・就学等に関する支援

要保護児
童の保育・
就学等の
支援

②
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【
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の
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づ
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３
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⑵
　
被
害
者
支
援
の
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進

①
安
全
確
保
と
自
立
支
援
の
実
施

Ⅰ
　
人
権
が
尊
重
さ
れ

、
多
様
性
を
認
め
合
う
社
会
を
つ
く
る

被害者等
に関する
個人情報
保護の支
援

市内小・中学校において、人権教育プログラムを活用し、暴力
の未然防止の意識づくりを推進します。

デートＤＶの防止に
向けた啓発と相談
窓口に関する情報
提供を行います。ま
た、若年層に向け
た啓発強化に努め
ます。

ＤＶ等被害者からの申出により、住民基本台帳の閲覧制限な
ど支援措置を実施し、関係機関、庁内関係各課と連携した個
人情報保護の支援をします。

庁内関係各課及び警察等関係機関との連携した安全確保に
努めます。また、民間シェルター※[5]へ財政的支援を行い、被
害者の自立支援を推進します。

(30)

(28)
デートＤＶ
防止対策
の充実

ＤＶ被害者が養育
する子どもの保育
や就学等につい
て、児童相談所、子
ども家庭支援セン
ター、教育相談所
等の関係機関と連
携し、支援を行いま
す。

ＤＶ被害者の生活再建に向け、関係機関、庁内関係各課と連
携した各種相談支援や必要な情報提供に努めます。
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事業名施策
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の
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男女共同参画のための
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自己評価
（対前年
進捗度）
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実施した内容担当課

(33)
女性総合
相談の活
用

企画政策課

女性総合相談を実施し、女性の抱えるさまざまな悩みを相談で
きる環境を整えるとともに、民間支援組織等の情報を相談者へ
提供し、また、市ホームページにおいて周知した。
延べ相談件数119件　　※再掲№12

B ○ ○ ○

カウンセラーによる相談を通して課題解決の方向性を見い出す
など、相談者の支援を行うことができた。
民間支援組織等の情報を相談者に提供し支援に繋ぐことがで
きた。
（前年度比）
延べ相談件数　87.5%

さまざまな機会を利用し女性総合相談
の周知を行い、悩みを抱える相談者の
支援に努めていく。
民間支援組織等の情報収集に努め、相
談先の周知、ハラスメント等防止の啓発
を行っていく。

(34)

男性に対
する相談
支援窓口
に関する
情報提供

企画政策課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

(35)
相談対応
能力の向
上

企画政策課
関係機関が開催したＤＶに関する研修会等に参加した。
参加者延べ　１人

B ○ ○
研修等への参加及び東京都等からの提供される情報を通して
ＤＶに関する知識・動向を把握することができた。

研修会等への参加及び情報収集に努
め、ＤＶに関する動向の把握及び相談
能力の向上を図っていく。

(36)

庁内及び
関係機関
との情報
共有・連携
の強化

企画政策課

関係機関情報交換会において、都、警察、他市と配偶者からの
暴力等による被害者の支援等について情報共有を図った。
男女共同参画施策推進行政連絡会議等にて関係各課へ情報
提供を行った。

B ○ ○
関係機関や関係各課との連携を図り、情報提供や被害者保護
の必要性や共有を図った。

今後も関係機関・団体等と連携を図り、
適切に被害者への支援を行いこことが
できるよう、支援体制を充実させていく。

(37)

配偶者暴
力相談支
援センター
に関する
機能の研
究

企画政策課
国や都からの情報を通じて、都内の配偶者暴力相談支援セン
ターに関する情報を収集を行った。

B ○ ○
情報誌、電子情報から、様々な情報を収集し、配偶者暴力相談
支援センターの状況及び情報を把握することができた。

今後も継続して、配偶者暴力相談支援
センターに関する機能の研究を続けて
いく。

企画政策課

ストーカー行為等の被害者からの申出により、住民基本台帳の
閲覧制限等の支援措置を実施した。
庁内関係各課との情報交換会において、被害者の個人情報保
護の支援、相談先や庁内の連携について周知を図った。

B ○ ○ ○

関係機関、庁内関係各課と連携し支援措置を実施することによ
り、被害者の個人情報の保護を行った。
また、庁内において被害者の個人情報保護の徹底について周
知することができた。

継続して関係機関、庁内関係各課と連
携しながら支援措置を実施し、被害者
の個人情報の保護を支援していく。

市民課
DV及びストーカー行為等の被害者からの申出により、住民基本
台帳の閲覧制限等の支援措置を実施した。
※再掲№30

B ○
支援措置を実施することにより、被害者の個人情報保護を推進
することができた。

継続して支援措置を実施する。

・男女平等に関する苦情処理窓口の設
置、女性総合相談の実施

企画政策課

男女平等に関する「苦情」・「相談」の窓口を設置し、男女平等苦
情処理委員が苦情処理を行うことができる体制を整えた。
女性が生活を営む中で直面している様々な悩みについて、専門
の女性カウンセラー相談を実施した。
市報及び市ホームページ等を利用し、ハラスメントへの苦情処
理窓口及び女性相談の窓口について周知を図った。
苦情処理窓口相談件数　0件
延べ相談件数119件　　相談者数　54人　　※再掲№12

B ○ ○

男女平等に関する「苦情」・「相談」に対応・支援できる体制を整
えることができた。市報や市ホームページでの周知を行ったが、
苦情処理窓口への相談は0件であった。
女性総合相談では、相談内容に応じて他部署や関係機関の情
報を提供することができた。
（前年度比）
苦情処理窓口相談件数　±0件
延べ相談件数　87.5%　　相談者数　125.6%

市民の苦情処理に対応するため今後も
相談できる体制を整えていくととも、女
性総合相談についても周知に努めてい
く。

・人権・身の上相談の実施 広報秘書課 人権・身の上相談14回21件 ※再掲№12 B ○ ○ ○ ○

人権をめぐる様々な相談を通じて個々の人権意識を高めること
により、ハラスメント防止及び啓発につながったと考える。
（前年度比）
人権・身の上相談　14回17件→14回21件

実施内容の充実を図りながら、事業の
継続を図る。

①
ス
ト
ー

カ
ー

や
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、

虐
待
等
の
防
止
対
策
・
支
援
等
の
充
実

⑴
　
ス
ト
ー

カ
ー

や
セ
ク
シ

ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

、
虐
待
等
へ
の
対
策
の
推
進

４
 
ス
ト
ー

カ
ー

や
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

、
虐
待
等
へ
の
適
切
な
対
応
と
対
策

(38)

被害者等
に関する
個人情報
保護の支
援

⑶
　
相
談
・
連
携
体
制
の
整
備
・
充
実

①
相
談
体
制
の
整
備
・
強
化

Ⅰ
　
人
権
が
尊
重
さ
れ

、
多
様
性
を
認
め
合
う
社
会
を
つ
く
る

(39)

②
連
携
体
制
の
充
実

関係機関による研修会等へ参加し、ＤＶに関する動向を把握す
るなど職員の相談対応能力の向上に努めます。

市報・市ホームページや刊行物等を通じて、男性に対する相談
支援窓口に関する情報提供を行います。

女性が生活の中で直面しているさまざまな悩みを相談できる
場として、女性総合相談を実施します。また、民間支援組織等
の情報収集に努め、相談を通じ必要に応じた情報提供を行い
ます。

国・東京都等の情報誌等を活用し、他自治体の配偶者暴力相
談支援センターに関する情報を収集します。

関係各課における情報共有や、状況に応じた警察等関係機関
との情報共有など、連携強化に努めます。

ストーカー被害者からの申出により、住民基本台帳の閲覧制
限など支援措置を実施し、関係機関、庁内関係各課と連携し
た個人情報保護の支援をします。

セクシャル・ハラスメ
ントをはじめとする
各種ハラスメントの
防止について啓発
するとともに、相談
先等の周知に努め
ます。

セクシュア
ル・ハラス
メント等の
防止の推
進
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥

基本
目標

事業名施策
施策
の

方向

主要
課題

男女共同参画のための
今後の課題や推進の方向性

自己評価と効果（達成度）の理由NO

効果があったと思われる
男女共同参画の視点　※2

事業内容

自己評価
（対前年
進捗度）

※1

実施した内容担当課

・市ホームページ等による関係法令等の
周知

企画政策課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

子育て支援課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

介護福祉課

高齢者虐待の防止、早期発見、被虐待高齢者の保護及び養護
者に対する支援を適切に実施するため、ネットワークを構築して
いる。虐待の防止から、個別支援に至る各段階で関係機関と連
携し、多面的な支援を実施する。また、高齢者の権利擁護に関
する啓発活動を行い、虐待等の権利侵害の防止や早期発見を
促進させる。その他、施設虐待に対応する。
高齢者虐待に係る延べ相談件数：978件

B ○ ○

虐待ケースあるいは虐待のリスクがあるケースに対し、各関係
機関が連携して支援を実施している。本人及び養護者（もしくは
施設）に対する働きかけにより、虐待状況やリスクの改善を図っ
ている。
（前年度比）高齢者虐待に係る延相談件数：△194人

継続して高齢者の権利擁護を推進し、
関係者に連携を呼び掛ける。

自立生活支援課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

・要保護児童対策地域協議会の開催 子育て支援課

要保護児童対策地域協議会の開催
代表者会議年1回、実務者会議年4回、
個別ケース会議年55回、
要保護児童対策地域協議会研修会年1回
※再掲№26

A ○ ○

要対協機関に前年度に引き続き、1機関加わり、地域ネットワー
クの充実を図った。また各種会議を開催し、各機関に対し児童
虐待防止に関する共通認識や周知を図り、連携を密にして早期
発見や支援などを実施することができた。
(前年度比)要対協機関　1増

各機関が主体的に対応ができるよう
日々の関わりの中で密に連携するとと
もに、要保護児童対策地域協議会の場
を活用し、面前DVを含めた児童虐待の
早期発見・早期対応ができるよう事例検
討など行う。

・高齢者虐待防止専門ケア会議の開催 介護福祉課 開催なし D 対象となるケースが発生しなかったため、開催されなかった。 継続して、相談業務を実施していく。

・障害者虐待防止センターの運営 自立生活支援課
相談・通報の連絡先として24時間体制での小金井市障害者虐
待防止センターを設置している。

B ○
24時間体制で相談・通報の連絡を受けることにより、虐待をして
しまう養護者を含む家族全体を地域ぐるみで支援することに努
めている。

今後も、虐待防止対策の推進を図って
いきたい。

(41)
妊娠届出・
母子健康
手帳交付

健康課
令和元年度実績
妊娠届出数：1,032件
母子健康手帳交付：1,039件

B ○ ○
妊娠届出数前年比　94%
母子健康手帳交付前年比　93%

妊娠届出により、妊娠中の健康状態と
出産後に赤ちゃんの健康状態を記録す
るため、継続していく。

・妊婦健康診査 健康課

令和元年度実績
各種健診受診者数（都外里帰り先での受診数は除く）
・妊婦健康診査　1回目：884人
・妊婦健康診査　2～14回目：8,825人

B ○ ○
妊婦健康診査1回目前年比　83％
妊婦健康診査2～14回目前年比　81％
コロナウィルス感染拡大防止策として、里帰り健診が増加した。

母子の健康保持と増進を図ることを目
的に、各種健康診査・検診、相談及び
保健指導を継続していく。

①
母
子
保
健
事
業
等
の
推
進

⑴
　
女
性
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
に
応
じ
た
健
康
づ
く
り

①
ス
ト
ー

カ
ー

や
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、

虐
待
等
の
防
止
対
策
・
支
援
等
の
充
実

⑴
　
ス
ト
ー

カ
ー

や
セ
ク
シ

ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

、
虐
待
等
へ
の
対
策
の
推
進

４
 
ス
ト
ー

カ
ー

や
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

、
虐
待
等
へ
の
適
切
な
対
応
と
対
策

５
 

生
涯
を
通
じ
た
心
と
身
体
の
健
康
支
援

Ⅰ
　
人
権
が
尊
重
さ
れ

、
多
様
性
を
認
め
合
う
社
会
を
つ
く
る

(39)

(40)

(42)

セクシャル・ハラスメ
ントをはじめとする
各種ハラスメントの
防止について啓発
するとともに、相談
先等の周知に努め
ます。

セクシュア
ル・ハラス
メント等の
防止の推
進

児童・高齢者・障が
い者等に対する虐
待防止と早期発
見、被害者保護に
向け、関係機関の
ネットワークを基に
適切な支援を実施
します。

児童・高齢
者・障がい
者等に対
する虐待
防止対策
の推進

妊娠届を提出した際に、母親の妊娠中の健康状態と出産後に
赤ちゃんの健康状態を記録するための母子手帳を交付しま
す。

妊婦に対し、母子の
健康保持と増進を
図ることを目的に、
各種健康診査・検
診、相談及び保健
指導を実施します。

各種健
（検）診、
保健指導
等の充実

・虐待防止、権利擁護に関する啓発
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥

基本
目標

事業名施策
施策
の

方向

主要
課題

男女共同参画のための
今後の課題や推進の方向性

自己評価と効果（達成度）の理由NO

効果があったと思われる
男女共同参画の視点　※2

事業内容

自己評価
（対前年
進捗度）

※1

実施した内容担当課

・超音波検査、子宮頸がん検診 健康課

令和元年度実績
各種健診受診者数（都外里帰り先での受診数は除く）
・妊婦超音波健康診査：841人
・妊婦子宮頸がん健診：870人
・新生児聴覚検査：644人

B ○ ○

妊婦超音波健康診査前年比　81%
妊婦子宮頸がん健診前年比　85%
新生児聴覚検査前年比　208%
新型コロナウイルス感染拡大防止策として、里帰り健診が増加
した。
また、新生児聴覚検査は、令和元年度から、都内医療機関でも
受診可能になったため、受診数が増加した。

母子の健康保持と増進を図ることを目
的に、各種健康診査・検診、相談及び
保健指導を継続していく。

・妊婦歯科健康診査、産婦健康診査 健康課

令和元年度実績
各種健診受診者数（都外里帰り先での受診数は除く）
・妊婦歯科健康診査：139人（16回）
・産婦健康診査：1,009人

B ○ ○

妊娠・出産期にある女性の健診事業を充実させ、母子の健康管
理を行うことに努めた。
（前年度比）
・妊婦歯科健康診査：△42人
・産婦健康診査：△21人

母子保健補に基づき、今後も事業を継
続し、安定した妊娠期及び産後を過ご
せるよう支援する。

(43)
母性の健
康管理の
情報提供

健康課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

健康課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

企画政策課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

・特定健診、特定保健指導 保険年金課

高齢者の医療の確保に関する法律第20条、24条に基づき、生
活習慣病を中心とした疾病予防の観点から健康診査等を実施
した。
令和元年度特定健診受診者数　男性：3,340人女性：4,688人
令和元年度後期高齢者健診受診者数　男性：2838人　女性：
4,628人

B ○ ○ ○

関係各課との調整により年齢、内容により受診券の色を分け、
利用方法についてのパンフレットを作成、送付した。
また、ポスター及びチラシを市内公共施設等で配布・掲示を行っ
た。
（前年度比）
特定健診受診者数　男性96.1%　女性：95.1%
後期高齢者健診受診者数　男性：98.5%　女性：100.0%

高齢者の医療の確保に関する法律に基
づき、引き続き事業実施する。

・集団健康診査 健康課

特定健診等の対象とならない市民に対して、集団健康診査を実
施した。
令和元年度実績
35～39歳　10人（女性8人、男性2人）
40歳以上の医療保険未加入者、切替者及び障がい者　114人
（女性58人、男性56人）
16～39歳で心身に障がいのある者　52人（女性22人、男性30
人）

B ○ ○

市報・ホームページで周知を図った。医療保険未加入者及び障
がい者施設には健診案内を送り受診率の向上に努めた。
【前年度対比】
35～39歳　52.4%減　申込数が少なかったため。
40歳以上の医療保険未加入者、切替者及び障がい者　1%増
16～39歳で心身に障がいのある者　4%増

市民の健康維持・管理のため、また健
康に対する不安がある方や経済・生活
問題等のある方にも、健診を受診できる
機会を提供し、だれもが健康で安定した
生活を送れるように、継続して実施して
いく。

・各種がん検診（子宮がん検診、乳がん
検診等）

健康課

女性の健康保持及び増進を図るため、子宮がん検診及び乳が
ん検診を実施した。
令和元年度実績
子宮頚がん検診受診者数　2,475人
子宮体がん検診受診者数　189人
乳がん検診受診者数　2,184人

B ○

市報・ホームページで周知を図った。
罹患率の高い年齢層の市民に勧奨通知（両がん検診併せ送付
対象者約18,000人）を、さらにその中の未受診者に再勧奨通知
（両がん検診併せ対象者約15,000人）を送付したほか、特定健
診及び後期高齢者健診の案内に申込ハガキを同封して、受診
勧奨を図った。
【受診者数前年度対比】
子宮頸がん検診　99.0%
子宮体がん検診　87.5%
乳がん検診　117.2%

市民の健康維持・管理のため、また健
康に対する不安がある方や経済・生活
問題等のある方にも、検診を受診できる
機会を提供し、だれもが健康で安定した
生活を送れるように、継続して実施して
いく。

①
母
子
保
健
事
業
等
の
推
進

⑴
　
女
性
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
に
応
じ
た
健
康
づ
く
り

５
 

生
涯
を
通
じ
た
心
と
身
体
の
健
康
支
援

⑵
　
性
差
や
年
代
に
応
じ
た
心
と
体
の
健
康
づ
く
り

①
健
康
づ
く
り
の
推
進

Ⅰ
　
人
権
が
尊
重
さ
れ

、
多
様
性
を
認
め
合
う
社
会
を
つ
く
る

(44)

(45)

(42)

妊婦に対し、母子の
健康保持と増進を
図ることを目的に、
各種健康診査・検
診、相談及び保健
指導を実施します。

各種健
（検）診、
保健指導
等の充実

妊娠届を提出した妊婦に対し、就労している妊婦のためのリー
フレットの配布等を行います。

妊娠・出産期の女性の健康保持について、母子保健事業等で
情報提供します。また、リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関す
る情報提供に努めます。

生活習慣病を中心
とした疾病の予防・
早期発見・改善に
向け、ライフステー
ジや性差に応じた
各種健（検）診等を
実施します。

各種健
（検）診等
の実施

リプロダク
ティブ・ヘ

ルス／ライ
ツに関す
る情報提

供
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥

基本
目標

事業名施策
施策
の

方向

主要
課題

男女共同参画のための
今後の課題や推進の方向性

自己評価と効果（達成度）の理由NO

効果があったと思われる
男女共同参画の視点　※2

事業内容

自己評価
（対前年
進捗度）

※1

実施した内容担当課

・骨粗しょう症検診 健康課

骨粗しょう症予防のため、35～70歳の節目年齢の女性を対象に
骨粗しょう症検診を実施した。
平成30年度実績
受診者数　70人

B ○
市報・ホームページで制度の周知を図った。また、有職者でも受
診しやすいように土曜日に実施した。
（前年度比）57.4%

市民の健康維持・管理のため、また健
康に対する不安がある方や経済・生活
問題等のある方にも、検診を受診できる
機会を提供し、だれもが健康で安定した
生活を送れるように、継続して実施して
いく。

(46)
健康相談
等の実施

健康課

市民の健康保持・増進のため、疾病予防の健康相談、保健指
導を実施した。
また、健康相談の一環として、健康に対する意識を高めるため
に、健康講演会を実施した。
○令和元年度実績（健康相談）
相談実施回数　5回
相談延人数　17人
○令和元度実績（健康講演会）
実施回数　　　医科・・6回、　歯科・・2回、
延参加人数　123人

B ○

年々参加者が減っているため、実施回数を減らして実施した。
また、小金井市医師会に委託を行い、土曜日に健康講演会を
実施することで、平日に参加することが難しい市民も参加できる
ようにした。
【前年度対比】
健康相談 41回113人→5回17人
健康講演会
実施回数 △1回（新型コロナウイルスによる中止）
延参加人数 133人→123人
参加人数が20人以上は、「胃がん大腸がん」「動脈硬化」「肩こり
腰痛」「糖尿」をテーマにした講演であった。

市民の生涯健康を促進するためにも、
多様な診療科目の医師の相談を継続す
ることで、健康づくりを支えて行く。健康
講演会は各年代や性差に応じて、その
都度広く市民の興味関心が高い内容で
実施していく。

(47)
健康手帳
の交付

健康課
各種健診（検診）の記録、その他健康保持に必要な事項を記載
し、自らの健康管理と医療の確保に役立てることを目的として、
40歳以上の市民で希望する方に健康手帳を交付した。

B ○
ホームページから書式をダウンロードし、必要なページを自宅等
でプリントアウトできるよう利便性向上を図った。

気軽に利用してもらえるよう、ホーム
ページからのダウンロードによる利用を
周知していく。

(48)
医療機関
等との連
携

健康課

地域救急医療対策の一環として、病医院の休診日にあたる休
日、祝日及び年末年始に急病患者に対する初療施設を確保し
ている。
令和元年度実績：休日数76日
実績（準夜含む。）
医科：医療機関数380か所　総患者数10,252人
歯科：医療機関数76か所　総患者数482人

B ○ ○

市報・ホームページ等で制度の周知を行った。医療機関と連携
し、休日・準夜における診療体制を確保し、地域医療体制を維
持することができた。
（前年度比）
医科：医療機関数＋18か所　総患者数＋1,009人
歯科：医療機関数＋3か所　総患者数＋143人

今後も継続的に実施し、安心感を得て
充実した生活を送ることができる環境づ
くりを図る。

(49)
食育の推
進

健康課

妊産婦・乳幼児から成人まで各段階に応じて生活習慣を改善し
ながら「食」を通して、生活の質の向上を目的に各種事業を実施
した。
令和元年度実績
栄養個別相談：実施回数12回
相談延数：乳幼児31件、成人26件、妊婦6人
栄養集団指導：実施回数6回、参加延人数68人

B ○

栄養個別相談は、個々に応じた指導・助言を行ったが、近年実
施を待たずに、電話での個別相談が増えているため、前年を下
回った。
栄養個別相談：実施回数11回
相談延数：乳幼児31人→7人
成人26人→１件、妊婦6人→１人
栄養集団指導：実施回数6回、参加延人数68人→78人

市民の食生活を促進するためにも、個
別対応での相談を支えて行く。

(50)

スポーツ・
レクリエー
ションを通
じた健康
づくり

生涯学習課
参加者減により事業の見直しを図り、「いきいき健康スポーツ教
室」事業廃止
（平成30年度：全9回　参加者数16人）

D
参加者減により事業の見直しを図り、「いきいき健康スポーツ教
室」事業廃止

シニア世代の体力維持とスポーツ習慣
の定着に繋がる事業を検討していく。

・メンタルチェックシステムの活用

自立生活支
援課

【令和２年度
から健康課
へ事務移

管】

自身で心の状態が把握でき、また、自身の悩みを解決できる相
談先を提供することができる、メンタルチェックシステムを構築
し、運用を行っている。
令和元年度アクセス数　17,996件

B ○ ○
メンタルチェックシステムを利用する市民の方は一定数おり、常
に需要はあると思われる。
(前年度比) △11%

障がいのある方だけではなく、全ての市
民の方の必要とする正しい相談先に繋
ぐきっかけ作りや、その入り口が重要で
あると思われる。今後もメンタルチェック
システム等の事業を継続していきたい。
【令和2年度から健康課へ事務移管】

・ゲートキーパー※[7]養成研修

自立生活支
援課

【令和２年度
から健康課
へ事務移

管】

ゲートキーパー養成研修について職員を対象に実施し、市民の
方から相談があった場合には適正な対応、相談先に繋ぐことが
できるような体制作りに努めた。また、市民向けの研修も実施し
た。
令和元年度　職員参加人数 32人　市民参加人数 22人

B ○ ○

ゲートキーパー養成研修を開催し、出席した職員へのアンケー
トでは32人の中で22人が「職場で活かせそうである」と回答して
いる。
〈前年度比）
職員参加人数　29人→32人
市民参加人数　46人→22人

令和2年度から実施される自殺対策計
画に基づき、職員、市民等により、自殺
のサインに早期に気づき、対応できるよ
う今後もゲートキーパー研修等の事業
を継続していく。
【令和2年度から健康課へ事務移管】

・相談先の周知

自立生活支
援課

【令和２年度
から健康課
へ事務移

管】

※別紙「配布・配架等一覧表」参照
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(45)

(51)

自殺予防
に向けた
取組の推
進

６０歳以上の市民を対象に、体力維持とスポーツ習慣の定着を
目的とした「いきいき健康スポーツ教室」を実施します。

「食」を通じた生活の質の向上を図ることを目的として、栄養個
別相談や栄養集団指導を実施します。

休日、祝日及び年末年始に急病患者に対する初療施設を確
保します。

各種健（検）診受診時などに、40歳以上の市民を対象に自らの
健康管理に役立つ「健康手帳」を交付します。

健康保持・推進、健康意識の向上に向け、健康相談会や健康
講演会を開催します。

メンタルヘルスや悩
み相談など、自殺
予防に向けた取組
を推進します。

生活習慣病を中心
とした疾病の予防・
早期発見・改善に
向け、ライフステー
ジや性差に応じた
各種健（検）診等を
実施します。

各種健
（検）診等
の実施
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥

基本
目標

事業名施策
施策
の

方向

主要
課題

男女共同参画のための
今後の課題や推進の方向性

自己評価と効果（達成度）の理由NO

効果があったと思われる
男女共同参画の視点　※2

事業内容

自己評価
（対前年
進捗度）

※1

実施した内容担当課

・糖尿病予防教室 健康課

栄養及び運動を含む総合的な指導を実施し、ライフステージに
応じた生活習慣及び行動を定着させ、健康づくりを促進すること
を目的に糖尿病予防教室を実施した。
また、高齢期における健康的な生活習慣を周知、指導するた
め、集団方式による「いきいき健康教室」を開催し、市民の健康
保持及び生活習慣病の予防を図った。
令和元年度実績（延人数）
糖尿病予防教室　　　　　　　1回　参加数　22人
糖尿病予防教室【復習会】　2回　参加数　25人（調理・運動）
いきいき健康教室　　　　　　1回　参加数　16人

B ○

糖尿病予防教室（1・2回）参加数前年比　72人→47人65%
理由：申し込み数は例年同等でしたが、開催日の数日前から当
日まで猛暑が続き、キャンセルが相次いだため
いきいき健康教室（1回）参加数前年比35人→16人46%（新型コ
ロナウイルスで年2回から1回に縮小したため）

市民の生涯健康を促進するためにも、
多様な内容で健康づくりを支えて行く。

・骨粗しょう症予防教室 健康課

栄養及び運動を含む総合的な指導を実施し、ライフステージに
応じた生活習慣及び行動を定着させ、健康づくりを促進すること
を目的に骨粗しょう症予防といった疾病に応じた教室を開催し
た。保育もおこなったため、子連れの方も参加しやすい環境を
提供できた。
令和元年度実績（延人数）
骨粗しょう症予防教室　  2回　参加数　29人

B ○
参加数前年度比 107%
定員20人に対し、キャンセル待ちが出る程の盛況ぶりであった。

市民の健康増進のため、今後も継続す
る。

・若年層の健康教室 健康課 平成29年度で事業終了。 D ○ 平成29年度で事業終了。 平成29年度で事業終了。

・メタボリックシンドローム予防教室 健康課

栄養及び運動を含む総合的な指導を実施し、ライフステージに
応じた生活習慣及び行動を定着させ、健康づくりを促進すること
を目的に、メタボリックシンドローム予防教室として「親子健康教
室」「体組成測定でボディメイク教室」を開催した。
　「親子健康教室」は、メインターゲットを健康に関する意識の低
い30・40代の男性とし、対象者が教室に参加しやすくするため
に、「親子健康教室」という名称で、父親と子供（小学生）が一緒
に調理実習や運動をしながら健康について学べる教室とし、正
しい生活習慣の普及や健康意識の改善を図った。
　「体組成測定でボディメイク教室」では、メタボリックシンドロー
ム予防に加えて、女性の健康といった視点での講義もおこな
い、さらに保育もおこなったため、子連れの方も参加しやすい環
境を提供できた。
令和元年度実績（延人数）
親子健康教室　　 1回　参加数　20人
ボディメイク教室　1回　参加数　18人

A ○
幅広い年代の参加があった。
父親と子供（小学生）が一緒に調理実習や運動をしながら健康
について学べる機会になった。

市民の健康増進のため、今後も継続す
る。

(53)
エイズ対
策普及・啓
発

健康課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

(54)

性的な発
達への適
応などの
健康安全
教育

指導室
学習指導要領に則り、保健分野において健康と性に関する指導
を行った。
薬物乱用防止教室を全校で実施した。

B ○
全小・中学校14校で、発達段階に応じて指導を行った。
（前年比）
実施校　前年同様

都教委作成の教材等を活用し、指導の
充実を図る。

(55)

要支援家
庭への子
育て支援
事業の充
実

援助の必要な子育
て家庭に、専門員
による訪問相談や
各種訪問支援員を
派遣するなど、支援
を行います。

・産後支援ヘルパー、養育支援ヘルパー
の派遣

子育て支援課

育児支援ヘルパー事業　利用者数 45人
養育支援訪問事業　　　　利用者数9人
育児支援ヘルパー研修会　年1回開催　 参加者  14人
養育支援ヘルパー研修会　年1回開催　 参加者  27人

B ○ ○ ○

産後2か月以内またはその後において、家事・育児の支援が必
要な家庭に育児支援ヘルパー・養育訪問事業を実施すること
で、安心して子育てができる環境づくりにつながった。
（前年度比）
ヘルパー利用者数　産後107%、養育98%

支援が必要な家庭への事業であるた
め、関係する職員のスキル向上のため
の研修の実施や外部の研修を積極的
に受講し、今後も市民ニーズに即した支
援提供ができるよう直接支援・間接支援
両面の体制整備を行い、今後も継続実
施する。

５
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(52)

６
　
困
難
を
抱
え
た
女
性
等
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備

ライフステージに応
じた望ましい生活習
慣や健康づくりの促
進に向け、各種健
康教育を実施しま
す。

成人を対
象とした健
康教育の
実施

学習指導要領における飲酒・喫煙・薬物の問題や発達段階に
応じた性に関する指導などについて共通理解を図りながら指
導します。

エイズに関する正しい知識の普及及び感染予防の啓発に向
け、パンフレット・ポスター等の掲示、保健所が実施するエイズ
キャンペーンへの協力を行います。
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥

基本
目標

事業名施策
施策
の

方向

主要
課題

男女共同参画のための
今後の課題や推進の方向性

自己評価と効果（達成度）の理由NO

効果があったと思われる
男女共同参画の視点　※2

事業内容

自己評価
（対前年
進捗度）

※1

実施した内容担当課

(56)

ひとり親家
庭への
ホームヘ
ルプサー
ビスの推
進

子育て支援課 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業　4世帯実施 B ○ ○

家事または育児等の日常生活に支障があるひとり親家庭に対
してヘルパーを派遣することにより、就労との両立支援を行っ
た。
(前年度比) △1世帯

ひとり親家庭の生活と就労の両立に必
要な事業であり、今後も継続して実施す
る。

(57)

生活困窮
者自立相
談支援事
業の実施

地域福祉課
生活困窮者の複合的な課題に対応するため、支援計画を策定
し、関係機関と連携して経済的自立に向けた支援を行った。
新規相談受付件数170人　支援計画策定件数　67人

B ○

関係機関との連携により、生活困窮者の自立に向けた支援を
行うことができた。
（前年度比）新規相談受付件数△20人　支援計画策定件数△4
人

引き続き、生活困窮者の自立に向けた
相談支援を行っていく。

(58)
「女性総合
相談」の充
実

企画政策課

女性が生活を営む中で直面している様々な悩みについて、専門
の女性カウンセラー相談を実施した。
必要に応じて他の相談機関や制度等について情報提供を行っ
た。
延べ相談件数119件　　相談者数　54人　　※再掲№12
保育利用件数　8件

B ○ ○ ○ ○

相談内容に応じた情報提供等をカウンセラーを通して行うことが
できた。
必要に応じ関係機関の紹介や他部署へ繋ぐことができた。
延べ相談件数は減少したが、相談者数は増加し、より多くの女
性から相談を受けることができた。
（前年度比）
延べ相談件数　87.5%　　相談者数　125.6%
保育利用件数　±0件

相談に必要な関係機関や制度について
の情報をカウンセラーと共有し、相談者
に応じて情報提供を行っていく。
市報及び市ホームページ等をとおし、女
性総合相談の周知を行っていく。

(59)
「ひとり親・
女性相談」
の充実

子育て支援課

就労支援の充実
子ども家庭支援センターとの連携強化
プログラム策定員による相談　プログラム策定件数　0件
ハローワークとの連携強化
母子・父子自立支援員相談件数　1,107件

B ○ ○

経済上、生活一般に関する相談に対して、関係各課と連携しな
がら、自立に向けた指導と助言を行った。
プログラム策定件数については、平成27年4月にマザーズハ
ローワーク立川が開設され、市を経由することなくハローワーク
を利用する人が増えたことから、減少傾向にある。令和元年度
の件数は0件となったが、これは就労支援の迅速化と相談者の
負担軽減を図るため（本事業の実施要件として、2回以上の面
接と複数の申込書提出が必要となる）、就労関係の相談があっ
た場合に、迅速にハローワーク等につないだ結果である。なお、
相談内容が就労支援以外にも及ぶ場合は、迅速にハローワー
ク等につなぐこととは別に、ニーズに合わせたきめ細やかな相
談支援を行っている。
母子・父子自立支援員相談件数については、統計カウント方法
の見直しを行ったことにより前年度減となった。

母子及び父子並びに寡婦福祉法、売春
防止法で設置を義務付けられており、
法の改正等を注視しつつ、適切に事業
を継続して実施していく。

(60)

庁内の相
談体制の
充実と相
談機関の
連携

広報秘書課

市民相談　240 回1,252件
人権身の上相談　14回21件
外国人相談　0回0件
法律相談　101回530件
税務相談　24回130件
相続等暮らしの書類作成相談　12回58件
建築登記表示登記相談　10回41件
行政相談　12回20件
交通事故相談　11回13件
年金・労務・成年後見制度相談　12回11件

B ○ ○ ○

今年度より、年金・労務・成年後見制度相談を新に実施した。
様々な相談事業を介し、男女平等意識や人権意識がはぐくまれ
たと考える。
（前年度比）
市民相談　△4回＋6件
人権身の上相談　±0回＋4件
外国人相談　±0回±0件
法律相談　△1回△14件
税務相談　±0回＋1件
相続等暮らしの書類作成相談　±0回＋25件
建築・登記・表示登記相談　△1回＋6件
行政相談　＋1回＋11件
交通事故相談　△1回△5件
年金・労務・成年後見制度相談　＋2回＋3件

実施内容の充実を図りながら、事業の
継続を図る。

(61)

ワーク・ラ
イフ・バラ
ンス（仕事
と生活の
調和）の普
及・啓発

企画政策課

市報「みんなのひろば」においてワーク・ライフ・バランス推進の
記事を掲載し、啓発を行った。
市ホームページにおいても、ワーク・ライフ・バランスの啓発に関
するページを設け、国や都のワーク・ライフ・バランスのホーム
ページを見られるようにリンクを貼った。

B ○ ○ ○
例市報及び市ホームページにおいてワーク・ライフ・バランスの
啓発を行うことができた。内閣府や都のホームページへリンクで
きることで、より多くの情報提供につながった。

市報及び市ホームページにおいてワー
ク・ライフ・バランスの推進を図るため、
定期的な更新を行い周知する機会を増
やしていく。

(62)
多様な働
き方の普
及・啓発

経済課

パンフレット掲出等（約1,400部）による情報提供や、就労支援サ
イト「こがねい仕事ネット」による求人情報の提供、しごとセン
ター多摩やハローワークとの共催による就職イベント（総参加者
男性188人、女性249人）、東小金井事業創造センターでの起業
相談・各種セミナーなどを実施した。

B ○ ○

窓口来庁者への情報提供により、生活の安定と自立を促し、意
識の育成につなげることができた。ハローワークによる面接会
には、引き続き仕事と子育ての両立に理解のある事業所の求
人を入れ、子育てなどで仕事をやめた方の再就職を支援した。
(前年度比)　就職イベント総参加者　男性+45人　女性+102人

引き続き情報提供を行う。各種就職イベ
ントの女性の参加者数は増加している
ため、継続して実施する。
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⑵
　
自
立
し
た
生
活
へ
の
支
援

１
 

働
く
場
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進

⑴
　
各
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た
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①
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①
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進

⑴
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）
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け
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Ⅰ
　
人
権
が
尊
重
さ
れ

、
多
様
性
を
認
め
合
う
社
会
を
つ
く
る

６
　
困
難
を
抱
え
た
女
性
等
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備

さまざまな問題を抱えたひとり親家庭及び女性の相談に応じ、
相談者のニーズに見合った社会的自立を支援します。

女性が生活を営む中で直面しているさまざまな悩みについて、
気軽に相談できる場として女性総合相談を実施し、必要に応じ
た情報提供や保育に対応するなど充実に努めます。

小金井市自立相談サポートセンターにおいて、生活困窮者の
複合的な課題に対応する相談、支援計画の策定、具体的な支
援サービスの提供等を行います。

日常生活を営むのに著しく支障があるひとり親家庭に対して、
一定の期間ホームヘルパーを派遣し必要な家事支援サービス
を提供します。

人権侵害を始め、幅広い分野で各種相談支援を行い、市民の
苦情・相談を受け付けます。また、必要に応じた相談機関の周
知等相談支援の充実に努めます。

各種リーフレットの配布や、就労支援サイト「こがねい仕事ネッ
ト」による求人情報の提供、東小金井事業創造センターでの起
業相談・各種セミナーなど、さまざまな場を活用し、多様な働き
方の普及・啓発に努めます。

市報・市ホームページ等を通じた周知をはじめ、こがねいパ
レット等さまざまな場を活用し、ワーク・ライフ・バランスの普及・
啓発を進めていきます。
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥

基本
目標

事業名施策
施策
の

方向

主要
課題

男女共同参画のための
今後の課題や推進の方向性

自己評価と効果（達成度）の理由NO

効果があったと思われる
男女共同参画の視点　※2

事業内容

自己評価
（対前年
進捗度）

※1

実施した内容担当課

・「ポケット労働法」や関連パンフレットの
配布

経済課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

・就労支援サイト「こがねい仕事ネット」の
活用

経済課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

・メンタルチェックシステムの活用 経済課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

市ホームページ等を通じて、働く男女に関
連する法令等の情報を提供します。

企画政策課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

・就労支援サイト「こがねい仕事ネット」の
活用

経済課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

・「ポケット労働法」や関連パンフレットの
配布

経済課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

(65)

公共調達
における
男女共同
参画の尊
重

管財課

総合評価落札方式の一般競争入札を適用している場合におけ
る男女共同参画等の項目を設定し、男女共同参画を推進してい
る企業への入札加点項目とした。
令和元年度総合評価方式契約実績  9件

B ○ ○
総合評価落札方式の加点項目として企業に示すことにより、社
会環境改善に向けての意識付けに貢献できた。

今後も引き続き総合評価落札方式の活
用により、企業の意識付けとして推進す
ることとする。

(66)

多様な
ニーズに
対応した
保育サー
ビスの充
実

保育課
平成31年4月に特定保育施設4園の開設（うち１園は認証から認
可への移行）及び既存園4園の定員拡充を行った。

B ○
新規開設及び既存園の定員拡充等により、保育の認可定員は
前年度に比べ328人拡大したが、平成31年4月1日現在の待機
児童数は111人と、前年度比で23人増加する結果となった。

新規施設の開設だけでは待機児童ゼロ
が困難な状況であり、引き続き既存の
施設の定員拡充や企業の育休制度の
充実の要望などの政策対応を求めてい
くこと等検討していく。

(67)
学童保育
の推進

児童青少年課
定員810人、入所児童数1,073人（平成31年4月1日）
平成27年度から引き続き午後7時まで延長保育。学校休業中は
午前8時から保育。

B ○ ○

（自己評価）定員は前年度と同様
（前年度比）100%
（効果視点）保護者が働き続けられる環境を提供することで、女
性の社会参加を支援した。

今後も女性の「働きたい」を支え、働き
続けられる環境の提供を継続して実施
していく。

・新生児及び妊産婦を対象とした訪問指
導

健康課

新生児及び妊産婦を対象に、発育や疾病予防等、育児上必要
な事項や日常生活等について、訪問指導員等が家庭訪問の
上、適切な指導・助言等を行った。
令和元年度実績
訪問家庭数：1,140件（未熟児訪問指導及び里先訪問を含む。な
お多胎児は1件とみなす。）

B ○
訪問家庭数前年比　119%
コロナの影響で里帰り中の他市民の受入れが増加した。

今後も事業を継続して、内容の更なる
充実を図りつつ、地域で安心して子育て
できるよう支援する。

・援助の必要な家庭を対象とした訪問相
談や各種訪問支援

子育て支援課

育児支援ヘルパー事業　利用者数 45人
養育支援訪問事業　　　　利用者数9人
育児支援ヘルパー研修会　年1回開催　 参加者  14人
養育支援ヘルパー研修会　年1回開催　 参加者  27人
※再掲№55

B ○ ○ ○

産後2か月以内またはその後において、家事・育児の支援が必
要な家庭に育児支援ヘルパー・養育訪問事業を実施すること
で、安心して子育てができる環境づくりにつながった。
（前年度比）
ヘルパー利用者数　産後107%、養育98%

支援が必要な家庭への事業であるた
め、関係する職員のスキル向上のため
の研修の実施や外部の研修を積極的
に受講し、今後も市民ニーズに即した支
援提供ができるよう直接支援・間接支援
両面の体制整備を行い、今後も継続実
施する。
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画
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進

(63)

(64)

(68)

２
 

家
庭
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進

⑵
　
働
く
場
に
お
け
る
男
女
平
等
の
推
進

①
地
域
で
の
子
育
て
支
援
体
制
の
充
実

①
雇
用
の
場
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
　
【

重
点
施
策
】

労働相談などの各
種相談窓口の周知
を行います。

市ホームページ等
を通じて、働く男女
に関連する法令等
の情報を提供しま
す。

保護者の就労等により放課後の保育を受けることができない
小学生の児童の健全な育成を図ることを目的に、学童保育を
推進します。

待機児童解消に向けた保育施設の整備の他、多様な保育
ニーズに応じたサービスの充実を図ります。

総合評価落札方式の一般競争入札を適用する場合において、
男女共同参画等の項目を設定し、男女共同参画を推進してい
る企業への入札加点項目とします。

出産後における母
子の健康維持と心
身のケアや、援助
の必要な家庭への
相談支援など、居
宅訪問による子育
て支援事業の充実
を図ります。

居宅訪問
による子
育て支援
事業の充
実

労働相談
などの各
種相談窓
口の周知

関連法令
等の周知

徹底
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥

基本
目標

事業名施策
施策
の

方向

主要
課題

男女共同参画のための
今後の課題や推進の方向性

自己評価と効果（達成度）の理由NO

効果があったと思われる
男女共同参画の視点　※2

事業内容

自己評価
（対前年
進捗度）

※1

実施した内容担当課

・子ども家庭支援センター「親子あそびひ
ろば」

子育て支援課

子ども家庭支援センター　ゆりかご
ひろば利用数： 保護者  8,963人
(うち父親利用人数　680人)
乳幼児 10,603人
合計　　19,566人

A ○ ○ ○

子ども家庭支援センターにおける親子あそびひろばや各種講
座、子育て相談等を実施することで、子どもと家庭が安心して健
康に生活できる環境づくりにつながった。今年度新型コロナウイ
ルスの影響で教室やイベントの実施を中止したこともあり、利用
者が減少した。市民ニーズに即した母親講座は好評であった。
（前年度比）利用者数　80.7%

内容の見直し・充実を図りながら、事業
を継続して実施する。

・児童館「子育てひろば事業」、学童保育
所「学童ひろば」

児童青少年課
児童館子育てひろば747回20,067人
学童ひろば537回6452 人

B ○

（自己評価）実施場所は前年度と同様
（前年度比） 98.2%（児童館回数）
児童館　△13回　人数89.4%
学童　　 △54回　人数79.6%
（効果視点）父親や祖父母の参加を含め親子同士の交流を図る
ことにより、地域での子育て支援体制の充実に一定の効果が
あった。

今後も親と子が安心して過ごせる場や
交流の場を提供するとともに、地域の子
育てグループや子育てボランティアの育
成・活動支援を継続して実施していく。

(70)
放課後子
ども教室
の実施

生涯学習課

放課後等の子どもたちの安全・安心な居場所作りを目的に、市
立小学校の校庭・教室等で放課後子ども教室を行った。
837回実施　学習アドバイザー528人　安全管理員3,161人　参加
者33,018人

B ○ ○ ○ ○

全ての小学校区で、学童児童が参加できる体制を整えている。
実施回数は新型コロナウイルス感染症拡大防止による中止も
あったが前年度とほぼ同じであった。
（前年度比）
実施回数 △42回　学習アドバイザー △102人　安全管理員 △
189人　参加者 △397人

令和元年度から全9小学校区で協議会
を設け、放課後子ども教室、学校、学童
保育所関係者の連携を深め、事業の更
なる充実に向け取り組んでいく。

・保健センターや市内集会施設における
乳幼児個別健康相談

健康課 実施回数64回2,021人（乳児1,205人、幼児816人） B ○
新型コロナウイルスの流行に伴い、年明けより利用者数が減少
した。また３月については感染拡大防止のため全て中止とした。
そのため昨年度より1,012人の減となった。

市民の健康維持・管理のため、また健
康に対する不安がある方や経済・生活
問題等のある方にも、健診を受診できる
機会を提供し、だれもが健康で安定した
生活を送れるように、継続して実施して
いく。

・子ども家庭支援センターにおける子育て
相談、子育て講座他

子育て支援課
子ども家庭支援センター総合相談件数
実数　  753件
延数　3,642件

A ○ ○ ○ ○ ○

相談内容に応じて、子育て情報・サービス等の提供を行い、適
宜、関係機関との連携を図ることによって、家庭で安心して子育
てができる環境づくりにつながった。
（前年度比） 実数118%、延件数117%

子育ての支援・情報提供等の発信の場
として、関係機関との連携も含め、今後
も継続実施する。
個々の相談内容に応じ、適切な機関へ
つなげられるよう丁寧に実施していく。

・市立保育園における子育て相談や園庭
開放、育児講座

保育課

各園において、日々在園児の保護者からの相談を受けているだ
けでなく、地域の親子向けの事業の中でも子育て相談を行っ
た。
　曜日・時間帯は限られるが、自由に親子で来園してもらう園庭
開放を実施しており、保護者同士の交流の機会となっている。

B ○
各園での相談件数は508件。
園庭開放は例年同様週2.3回程度実施。

相談内容によっては関係機関との連携
が必要となる場合もあるため、今後もよ
りスムーズな支援が行えるよう体制を整
えていく必要がある。

・地域包括支援センターによる相談対応 介護福祉課
高齢者の包括的な相談業務を実施相談業務を実施
新規相談者数：2,564人

B ○ ○ ○
前年度から継続して、サービス利用に関する相談を含む高齢者
の相談業務を市内地域包括支援センターに委託し、実施した。
（前年度比）新規相談者数：△87人

継続して、相談業務を実施していく。

・高齢者福祉のしおりの発行 介護福祉課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

・介護サービス利用ガイドブックの発行 介護福祉課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

(73)

障がい福
祉サービ
スの推進
と相談支
援

自立生活支援課 令和元年度の相談対応件数　1,237件、実人数　561人 B ○
様々な相談により、障害福祉サービスの実施等、障がい者の自
立に係る対応等ができた。（前年度比）
相談対応件数　+794件、実人数　+192人

相談支援事業を促進していくことで、
ニーズに合ったサービスの充実を図っ
ていきたい。
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(72)

障がい者の自立と社会参加を支援するため、さまざまな相談
に応じた助言や指導等を行い、障害福祉計画に基づく障害福
祉サービスの適切な提供に努めます。

子育てに
関する情
報提供・相
談の充実

介護を必要とする
方が地域での在宅
生活を継続できるよ
う、またその家族が
仕事と介護の両立
が無理なくできるよ
う、各種サービス提
供体制の充実と、
サービス利用に関
する相談を行いま
す。

高齢者福
祉・介護保
険サービ
スの充実
と相談支
援

親と子が安心して
過ごせる場や交流
の場を提供するとと
もに、地域の子育て
グループや子育て
ボランティアの育
成・活動支援を行い
ます。

親子で交
流できるひ
ろば事業
の推進

放課後の子どもたちの安全・安心な居場所作りのため、地域
教育力を活用した市立小学校の校庭・教室などで、「放課後子
ども教室」推進事業を実施します。

育児不安を解消す
るための子育て相
談や子どもの健康
相談、子育てに関
する情報提供など、
地域での子育て支
援の充実に努めま
す。
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥

基本
目標

事業名施策
施策
の

方向

主要
課題

男女共同参画のための
今後の課題や推進の方向性

自己評価と効果（達成度）の理由NO

効果があったと思われる
男女共同参画の視点　※2

事業内容

自己評価
（対前年
進捗度）

※1

実施した内容担当課

(74)
家族介護
者への支
援の充実

介護福祉課

家族向けの介護教室等を3つの法人へ委託し、土曜日に開催し
た。
１　家族介護教室
　　実施回数：3回　参加者数：29人
２　家族介護継続支援事業
　　実施回数：21回　参加者数：161人

B ○ ○ ○ ○

男性介護者も参加しやすいテーマを設定し、実施した。
（前年度比）
１　家族介護教室
　　実施回数：△1回　参加者数：△18人
２　家族介護継続支援事業
　　実施回数：△2回　参加者数：19人

介護を必要とする高齢者と家族の悩み
や疑問を解消することにより、介護者へ
の社会的支援の充実を行っていく。

(75)

母子保健
に対する
男性への
啓発・支援

健康課
妊娠届受領の際に、母子手帳の交付とともに父親ハンドブック
を配布した。
令和元度実績：1,032件（妊娠届出数と同数）

B ○
配布数前年比 95%
妊娠・出産・育児に関する知識をパートナーにも知ってもらえ
た。

今後も事業を継続して、両親で安心して
子育てできるよう支援する。

・両親学級 健康課

両親学級
令和元年度実績
実施回数：平日コース（年4回）・土曜日コース（年5回）
平日コース：参加実人数68人（女性：38人、男性30人）
土曜日コース：参加実人数255人（女性：131人、男性124人）

B ○ ○ ○

平日コース参加人数前年比 63%
土曜日コース参加人数前年比 72%
2コース共に参加人数は、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため3月分が中止となり、前年度を下回ったが、女性に対する男
性の参加比率については前年度89%に対し、今年度91%と上昇
した。

ニーズの高い土曜日コースの定員拡充
を図り、両親で参加しやすい環境を整え
る。
また、家庭において、共に子育てに関
わっていけるよう支援する。

・エンジェル教室・カルガモ教室 子育て支援課

エンジェル教室　年21回（2日間コース）
参加者　保護者 361人　子ども　347人
※新型コロナウイルスの影響にて2月１回分、3月を中止
カルガモ教室　　年12回（3日間コース）
参加者　保護者129 人　子ども129人
※再掲№20

B ○ ○

親子遊び、保護者同士の交流や情報の提供、育児に必要な知
識の普及等を図り、家庭で安心して子育てができる環境づくりに
つながった。
新型コロナウイルスの影響で中止したこともあり利用者が減少
となっている。
(前年度比)参加者減(△15～19%）

初めての親子教室となることが多く、知
識のみならず、交流、仲間づくりにつな
がり満足度の高い事業であり今後も継
続実施する。なお、父親参加について
市報等で周知しているが、残念ながら
参加はない。引き続き周知するとともに
父親向け講座など参加の機会を補って
いきたい。

・プレママ・プレパパ支援事業（市立保育
園での保育見学、子育て相談等）

保育課 出産前の保護者の見学等は、随時実施。 B ○
実際に乳幼児と触れあうことで子育ての楽しさを感じていただく
ことができた。あわせて、可能な範囲で妊娠期や育児の相談も
承り、育児負担の軽減につながった。

　保育所として、男女共同参画の推進
やワークライフバランスを図ることなど、
様々な地域貢献ができるよう検討して
いく。

・「お父さんと遊ぼう」「お父さんのあつま
り」、親子あそびひろば『ゆりかご』での交
流の推進

子育て支援課

お父さんと遊ぼう　年12回　保護者57人　子ども72人
お父さんのあつまり　年3回　保護者22人　子ども25人
父親講座　年1回　保護者6人　子ども4人
ひろばの父親利用人数　年680人

A ○ ○ ○ ○

父親をメインに実施している事業・講座は男性が参加しやすい
環境につながっている。男性の育児参画を促し、女性の育児負
担の軽減や子育てを主体的に実施する機会となっている。今年
度はお父さんのあつまりは1回増やして実施した。
（前年度比）お父さんと遊ぼう 67%、お父さんのあつまり　1回増
183%　父親講座46%　年間父親利用 79.3%、

今年度は新型コロナ感染症もあり利用
者数が減少しているため、父親利用人
数も減少しているが、全体数からの父
親利用率は変わっておらず、父親参加
が維持されている。社会的に必要な事
業と認識している。市民ニーズとともに
内容を検討し、今後も継続実施する。

・児童館の子育てひろば 児童青少年課
子育てひろば父親参画促進事業37回518人（内、成人男性113
人）

A ○ ○ ○ ○

（自己評価）子育てひろば事業の一環として、以下の事業名で
父親参画を促した。
（効果視点）父親の子育て参加を促すため、「お父さんと遊ぼう」
「おとうさんもいっしょ」「パパと水遊び」「パパもおいでよ」事業を
各児童館で開催した。
（前年度比）
＋2回　参加者 67.1%（内、成人男性68.4%）

土曜日等に開催し、父親同士の交流を
図ることで、地域の子育て仲間作りの場
となり、父親のみでも子どもと過ごせる
居場所となる事業を展開することで、男
性の育児参加を促進していく。

(78)

家族介護
者への支
援の充実
（再掲）

介護福祉課

家族向けの介護教室等を3つの法人へ委託し、土曜日に開催し
た。
１　家族介護教室
　　実施回数：3回　参加者数：29人
２　家族介護継続支援事業
　　実施回数：21回　参加者数：161人

B ○ ○ ○ ○

男性介護者も参加しやすいテーマを設定し、実施した。
（前年度比）
１　家族介護教室
　　実施回数：△1回　参加者数：△18人
２　家族介護継続支援事業
　　実施回数：△2回　参加者数：19人

介護を必要とする高齢者と家族の悩み
や疑問を解消することにより、介護者へ
の社会的支援の充実を行っていく。

(79)

男性の参
加促進の
視点を踏
まえた各
種講座の
実施

公民館

成人学校「子ども・子育て支援～お父さんといっしょに遊ぼう！
～」1回、受講者5組（男性7人、女性4人）
成人学校「子ども・子育て支援～子育てパパの筋トレ講座～」1
回、受講者男性8人
健康づくり講座「体にやさしい発酵食品②てまえ味噌づくり」1
回、受講者男性9人

A ○ ○

男女の固定的な役割分担に捉われない多様な生き方や男女平
等についての理解を図るために、男性限定の講座を実施した。
（前年度比）
延べ講座回数　300%
延べ参加者数　233%

今後も継続して実施する。

Ⅱ
　
ワ
ー
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・
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バ
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①
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【

重
点
施
策
】

①
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齢
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・
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等
へ
の
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会
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援
の
充
実

⑵
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護
等
へ
の
支
援
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制
の
整
備

②
　
男
性
の
地
域
活
動
へ
の
参
画
促
進

⑶
　
男
性
の
家
庭
・
地
域
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動
へ
の
参
画
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進

２
 

家
庭
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進

(76)

(77)

要介護者を介護している家族等に対し、相談支援や負担軽減
等を目的とした家族介護教室等を実施します。

妊娠・出産・育児に関する知識をパートナーにも知ってもらうた
め、母子手帳の交付とともに「父親ハンドブック」を配布します。

出産、育児に関す
る各種教室・事業
に、男性パートナー
が参加しやすい環
境を整えます。

父親の参
画を促す
各種育児
教室・相談
の実施

父親と子ども、父親
同士の交流を図る
事業を開催し、男性
の家事・育児参加を
促進します。

父親向け
交流事業
の推進

要介護者を介護している家族（男性介護者も含む）等に対し、
相談支援や負担軽減等を目的とし、男性介護者も参加しやす
いようなテーマ設定を考慮して家族介護教室等を実施します。

男性が地域参加しやすいよう、各種講座については男性も興
味を持てるようなテーマ設定に配慮します。また、「市民がつく
る自主講座」説明会を通じ、男性の地域参加促進の視点も踏
まえた講座実施を促します。
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥

基本
目標

事業名施策
施策
の

方向

主要
課題

男女共同参画のための
今後の課題や推進の方向性

自己評価と効果（達成度）の理由NO

効果があったと思われる
男女共同参画の視点　※2

事業内容

自己評価
（対前年
進捗度）

※1

実施した内容担当課

(80)
地域参加
講座の開
催

生涯学習課

講座：震災シミュレーション（小金井消防署）、スポーツに親しむ
（黄金井倶楽部）等。
見学：小金井市文化財センター、農工大付属科学博物館等。
計7日間の講座内容で、計112人参加（男性54人、女性58人）

B ○ ○

多数のシニア世代の方に参加してもらい、地域参加へのきっか
けづくりととして講座を実施できた。講座内容、見学は様々な団
体に協力してもらい、充実した内容となった。
（前年度比）
参加者　△1人（男性△13人、女性+12人）

今後も様々な団体に協力してもらい、更
なる講座内容の充実に努め、より多くの
シニア世代の地域参加に向け、取り組
んでいく。

企画政策課
再就職を希望している女性を対象に東京しごとセンター多摩と
共済で再就職支援講座（セミナーと個別相談会）を開催した。
講演参加者 74人、個別相談会 7人

A ○ ○ ○ ○

令和元年度は、会場を前年度から変更し、宮地楽器ホール小
ホールにて開催した。会場が駅から近く、収容規模も大きくな
り、講演テーマも人気のある「アンガーマネジメント」であったこと
から、参加者数が増加した
（前年度比）講演参加者 +46人、個別相談会 +3人

今後も東京しごとセンター多摩と共済で
再就職支援セミナーを開催していく。
ポスターの掲示及びチラシの配布を行
い、多くの参加が見込めるよう周知を
図っていく。

子育て支援課
マザーズハローワーク立川と共催で就職支援セミナーを開催
18人（女性18人）

B ○ ○ ○
マザーズハローワーク立川との共催による就職支援セミナーを
開催し、女性の生活の安定と自立の促進に取り組んだ。

受講後の参加者の反応も概ね良好で
あった。今後はひとり親家庭支援をメイ
ンとした内容に変更するか検討中

(82)

職業能力
の向上に
向けた機
会・情報の
提供

経済課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

(83)

こがねい
仕事ネット
を活用した
就業支援

経済課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

(84)

東小金井
事業創造
センターを
活用した
起業支援

経済課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

(85)

事業所と
の連携及
び情報提
供

経済課 ※別紙「配布・配架等一覧表」参照

(86)
女性農業
者への研
修の促進

経済課

女性農業者に対し、東京都農業経営者クラブが主催するセミ
ナー等の案内を周知した。
農業経営者クラブ会員（63戸）、認定・認証農業者（30戸）に案内
を送付した。

B ○
農業経営者クラブが主催する農業簿記講習会に女性農業者が
3人参加した。
（前年度比）参加者±0人

女性農業者が活躍する練馬区等の先
進的な取組みに興味を持つ女性農業者
がいるため、東京都等が主催する研修
だけではなく、ＪＡと協力しながら独自の
視察等を実施し、女性農業者の積極的
参加を図る。

(87)
家族経営
協定の締
結促進

経済課
認定・認証農業者の事前相談会や農家支部別座談会等で説明
を行い、締結を促した。

B ○
令和元年度において新規締結はなし（現在6経営体が締結）。た
だし、認定・認証農業者の申請または更新時や支部別座談会に
おいて家族経営協定の制度説明を行い、締結を促した。

引き続き農家支部別座談会等を通じ
て、家族経営協定を締結するよう促す
必要がある。

(88)
商工会等
との連携

経済課

青年部が主催する第15回チビッコフェスタや会報の発行、女性
部の講習会や視察研修会、特産品開発事業等に対し補助を行
い、地域振興や部員の地位及び資質向上に努めることができ
た。

B ○ 補助額前年同額 引き続き同様の支援を継続していく。

(89)

市民活動
団体等の
活動の支
援

コミュニティ文化課

第9回こがねい市民活動まつり内において、ＮＰＯ法人連絡会と
の共催で協働講演会「緩やかな連携～災害時に備えての協働
～」を企画していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め中止した。

B ○
講演は中止となったものの、市民協働推進という観点から行っ
た事業であり、ＮＰＯ法人と連携して準備を進めたことで、協働
意識が高まった。

市民の協働意識の更なる向上を図るた
めにも、継続が必要と考える。
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(81)

職業能力向上のための情報をパンフレット等で提供するととも
に、市報・ホームページ等でも情報提供します。

就労を希望している女性に対し、東京しごとセンター多摩など
関係機関と連携し、女性のための就職支援講座を開催しま
す。

女性のた
めの就職
支援講座

⑴
　
女
性
の
就
労
に
関
す
る
支
援

３
 

女
性
の
活
躍
と
多
様
な
働
き
方
へ
の
支
援

経営力向上や地域振興を目的とした小金井市商工会青年部、
女性部の活動を支援します。

家族経営協定を結ぶ認定農業者を増やすため、広報を積極的
に実施する他、農家支部別座談会等を活用して家族経営協定
についての説明を行います。

東京都農業経営者クラブが主催する先進地視察、勉強会、セ
ミナー等への女性農業者への参加を促進します。

市民を対象に、協働意識の向上を目的として、市内ＮＰＯ法人
により構成されるＮＰＯ法人連絡会と共催して講演会を実施し
ます。

シニア世代を対象に、地域参加へのきっかけづくりと参加促進
のための講座を実施します。

安心して働ける雇用環境や待遇の確保、女性を含めた方々の
人材育成や登用の促進に向け、市内事業所への情報提供に
努めます。

女性を含めた市内での創業機運を高めるため、東小金井事業
創造センターにおいて相談や各種セミナー、各種制度等の情
報を提供します。

就労支援サイト「こがねい仕事ネット」を活用し、求人情報や就
労に役立つセミナー、面接会等の情報を掲載します。
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥

基本
目標

事業名施策
施策
の

方向

主要
課題

男女共同参画のための
今後の課題や推進の方向性

自己評価と効果（達成度）の理由NO

効果があったと思われる
男女共同参画の視点　※2

事業内容

自己評価
（対前年
進捗度）

※1

実施した内容担当課

・スポーツ教室の実施 生涯学習課

高度の資質を有する指導者からの指導により、少年少女にス
ポーツの基本と楽しさを体験してもらい、スポーツに対する夢を
育み、心身ともに健やかな成長を促した。
「少年少女野球教室」：実施回数１回、参加者数84人
「ジュニアサッカーフェスティバル」：実施回数１回、参加者数107
人

B ○

合計参加者が増え、男女が一緒に活動することにより、男女平
等意識の育成の場となった。
（前年度比）
合計参加者数118人→191人

子どもたちに対するスポーツ振興とし
て、継続して実施する。

・科学の祭典の開催 生涯学習課

学校、研究機関、地域の団体等が科学の楽しさを伝え、また教
育力の育成のため、科学実験等のブースを出展し、青少年のた
めの科学の祭典を開催した。
出展88ブース　　来場者7,800人

B ○

本事業は多くの団体の協力により開催しているが、今年度は台
風予想が出ていたため、出展ブースや来場者の減少があった。
それでも多くの来場者が実験や工作等を行い、家族や友人等、
男女がともに楽しむ場を提供できた。（前年度比）ブース数10
ブース減　　来場者2,022人減

今後も参加者が楽しく科学に親しめる
機会を提供できるように、学校、研究機
関、地域の団体等の協力を得ながら、
事業の実施に向け取り組んでいく。

介護福祉課

小金井市悠友クラブ及び小金井市悠友クラブ連合会への補助
金交付を通じて、高齢者福祉を増進することを目的とする事業
の振興をはかった。
会員数　1,335人（男性426人、女性909人）

B ○
補助金交付により、社会奉仕活動、健康を進める活動、生きが
いを高める活動、友愛活動、その他社会活動を悠友クラブ等が
実施するなかで、男女ともに活動できた。

引き続き、各種活動を通じ、高齢者が孤
立することなく、社会と関わることができ
るよう支援していく。

子育て支援課
子育て・子育ち支援ネットワーク協議会（参加団体数81団体）に
補助金支出

B ○ ○ ○ ○

子育て・子育ち支援ネットワーク協議会への支援を通じて、子育
てサークル、NPOなどの子育て支援団体との協働によるネット
ワークをつくり、子育て・子育ちに関する相互援助と情報発信を
促進した。補助金額は前年同額

子育て・子育ち支援ネットワーク協議会
の加入団体数は順調に伸びており、今
後も継続実施する。

児童青少年課

青少年健全育成地区委員会への補助金交付、環境浄化活動を
支援。子供会育成連合会への補助金交付、青少年育成指導へ
の補助。市・青少年健全育成６地区連合会による「子ども週間
行事」及び「市民まつり子ども部門行事」を実行委員会方式で実
施。（連合会委員37人　男15人、女22人）

B ○

（自己評価）（効果視点）環境浄化活動、子ども週間行事、市民
まつり子ども部門行事の実施により、地域での子育て支援体制
の充実、地域活動団体等の活動促進により参画いただく環境づ
くりに一定の効果があった。
（前年度比）女性比　△10.0ポイント

今後も青少年健全育成団体の支援を通
じ、継続して男女がともに社会参加して
いく環境作りを促進していく。

生涯学習課
市内で活動し、市の事業等にも協力している小金井市スカウト
協議会に対し、経費の一部を補助した。

B ○
市内のボーイスカウト、ガールスカウトの各団が連携して奉仕活
動や指導者等の育成を行うことができた。

市内の様々なイベントにボランティアと
して活動している団体であり、今後も引
き続き補助していく。

(92)

国内研修
事業への
参加の促
進

企画政策課

男女共同参画社会の形成の促進に係る会議等の参加する市民
に、参加費用の一部を補助しているが、令和元年度は申請がな
かった。
参加者　0人

B ○ ○ ○
市報、市ホームページやこがねいパレットにて参加者を募集し
たが、申請者がいなかった。
（前年度比）参加者　△1人

より多くの市民に参加してもらうように、
引続き市報や市ホームページで周知を
図るとともに、情報誌「かたらい」、こが
ねいパレット等にて周知を行っていく。

(93)

児童館ボ
ランティア
リーダーの
育成

児童青少年課
児童館事業（夏期クラブ、わんぱく団等）でのボランティアリー
ダーとしての中・高校生世代の育成。（令和元年度272人）(内、
女性77人）

B ○

（自己評価）（効果視点）児童館事業を通じて地域で活動する
中・高校生ボランティアリーダーを育成することが、男女が共に
参画する環境づくりに一定の効果があった。
（前年度比）参加者　73.9%　（内、女性61.5%）

性別に関係なく、地域での社会奉仕活
動を楽しみながら行えるよう、今後も継
続して児童館事業を通して中高校生を
育成していく。

・小金井市、国分寺市、小平市、東京学
芸大学連携によるボランティア講座

生涯学習課

小金井市、国分寺市、小平市、東京学芸大学が連携し、地域や
学校等でボランティアとして活躍していただく方のための講座を
実施した。令和元年度は小金井・国分寺・小平会場において17
講座を開催し、延べ379人の参加があった。

B ○ ○

学芸大、国分寺市、小平市と連携し、地域・社会における教育・
学習の場を提供することができた。また、前年度のアンケート結
果を踏まえ一講座の時間を増やし回数を減らした。
（前年度比）
延べ参加者数　△47.1%

今後は講座参加者の活動の場を広げる
ことが必要となる。
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進

(90)

(91)

(94)

児童館事業（夏期クラブ、わんぱく団等）でのボランティアリー
ダーとして、中・高校生世代の児童館リーダー育成に取り組み
ます。

男女共同参画への市民参加を促進するため、国内研修事業
への参加費用の一部を補助します。

地域を支える人材
育成としてボラン
ティア講座を開催
し、各種研修会を通
じた地域リーダーの
育成に努めます。

ボランティ
ア育成の
促進と地
域リーダー
の育成

青少年を対象として
スポーツや科学の
楽しさや学ぶ楽しさ
を伝えるため、各種
教室、催事等の開
催を支援します。

青少年の
ための各
種教室等
の開催

各地域活
動団体へ
の支援

高齢者福祉や、環境、子育て支援、青少年健全育成など、さま
ざまな領域で活動する地域団体の活動を支援します。
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥

基本
目標

事業名施策
施策
の

方向

主要
課題

男女共同参画のための
今後の課題や推進の方向性

自己評価と効果（達成度）の理由NO

効果があったと思われる
男女共同参画の視点　※2

事業内容

自己評価
（対前年
進捗度）

※1

実施した内容担当課

・地区委員研修会、スポーツ推進委員研
修会

生涯学習課
スポーツ推進委員（25人）の内訳は、男性11人、女性14人であ
り、半数以上が女性で構成されており、土曜スポーツクラブや
ニュースポーツ出前教室等の地域のスポーツ活動に参加した。

B ○ ○
スポーツ推進委員定例会・協議会の開催（全9回）その他、団体
が実施する研修への参加（11回）

仕事と両立している委員が多く、平日の
日中の活動への参加が課題である。

(95)
市民活動
団体リスト
の活用

コミュニティ文化課 令和元年度は、令和元年12月1日に更新版のリストを発行した。 B ○
市民活動団体リストにより、多くの市民や団体が結ばれ、市民
活動がさらに活性化し、これから活動を始めたい方が市民活動
団体にアクセスできるようになった。

市民活動を活性化させるために定期的
に団体リストの情報を更新していく。

(96)

審議会委
員等への
女性の登
用の促進

企画政策課

行政委員会及び審議会等における、女性委員の登用状況調査
を実施し、全庁的に女性委員の登用促進について要請した。
男女共同参画施策推進行政連絡会議においても、近年の状況
等を共有し、審議会委員等への女性の登用を促した。
女性の登用比率　33.3%

B ○ ○

前年度の登用率32.3%と比較すると上昇しているが、依然として
学識経験者枠等の分野によって専門家が少なく、男女比率に偏
りが生じている場合もあり、目標値の50%には達していない。
（前年度比）女性の登用率　+1.0ポイント

行政委員会及び審議会等における女性
委員の割合の把握のため調査を実施
し、女性委員を増やすため、全庁的に
積極的な女性の登用を要請していく。

(97)

防災・防犯
分野にお
ける男女
共同参画
の推進

地域安全課

防災・防犯分野における審議会において、計画及び条例案等に
ついて審議を行った。
防災会議：29人（男性：23人、女性6人）
安全・安心まちづくり協議会：17人（男性11人、女性6人）

B ○ ○
条例案等についての審議において、男女問わず様々な意見を
得られるよう審議会運営を行ったため。

引き続き各審議会委員における女性比
率の向上を図る。

職員課

女性キャリア支援研修については、女性職員登用のための意
識啓発及びキャリアデザイン支援を充実させるため、平成29年
度から内部講師の研修に加え、外部講師の研修を実施した。
令和元年度実績　19人

B ○ ○

より効果があがるように、内部講師による研修は入所6年目及
び未受講者を対象に7人が参加し、外部講師による研修は内部
講師による研修を受講済みの職員で入所10年目程度の職員を
対象に12人が参加した。
（前年度比）24人→19人　79.2%

今後も男女共同の視点に立って充実し
ていく。

指導室
校長ヒアリング、学校訪問等に管理職選考等への受験を薦める
ように伝えた。

B ○ ○ 校長からの意見を聞き取りながら、受験勧奨を行った。
男女平等に向けて、全ての教職員への
キャリアデザインの支援を進める。

(99)

男女共同
参画関係
団体への
支援・連携

企画政策課

男女共同参画関係団体が主催する事業への後援、広報協力等
の支援を行い、関係団体に有益な情報の提供を行った。また、
女性談話室の活用により、市民団体を支援した。
後援事業　1事業

B ○ ○
関係団体等との連携・協力のもと、男女共同参画の推進を図っ
た。
（前年度比）後援事業　△1事業

男女共同参画を総合的に推進していく
ため、今後も継続して、男女共同参画
関係団体等への積極的に支援・連携し
ていく。

・市民編集委員による情報誌「かたらい」
の発行

企画政策課

市民編集員4人によるテーマや紙面内容の検討、取材及び編集
執筆等により、かたらい50号と51号を発行した。
市内で活躍されている方々等へ男女共同参画の視点から取材
し、かたらいへ掲載した。
市民編集委員　4人

B ○ ○ ○ ○
4人の市民編集委員の協力のもと前年同様に年2回の情報誌
「かたらい」を発行することができた。
（前年度比）市民編集委員　△1人

市民編集委員とともに、男女共同参画
に関するテーマや、市内で活躍する方
や団体との協力を得て、取材や記事を
作成し、男女共同参画施策の推進のた
め情報誌を発行していく。

・市民実行委員等との連携による「こがね
いパレット」の実施

企画政策課

こがねいパレット実行委員である市民10人との連携により「こが
ねいパレット」を開催した。
「こがねいパレット」に賛同する12団体の展示を行った。
実行委員 10人　　展示団体　12団体

B ○ ○ ○ ○

10人の実行委員とともに、企画案や講師の検討や当日の開催
について検討し、第33回こがねいパレットを開催することができ
た。
アンケートの結果では、「良かった」と回答した方が96%と満足度
が高かった。
イベント当日には、展示団体との連携を通じ、男女共同参画の
推進を図ることができた。
（前年度比）実行委員　+1人　　展示団体　△1団体

男女共同参画を推進していくため、今後
も継続して、市民や市民活動団体等と
連携していく。
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(100)

指導的立
場への登
用に向け
た女性の
キャリア支

援

(98)

(94)

Ⅲ
男
女
共
同
参
画
を
積
極
的
に
推
進
す
る

地域を支える人材
育成としてボラン
ティア講座を開催
し、各種研修会を通
じた地域リーダーの
育成に努めます。

ボランティ
ア育成の
促進と地
域リーダー
の育成

市民活動団体の活動情報発信、他団体との交流・連携ととも
に、これから活動を始めたい方が市民活動団体にアクセスでき
るよう、市民活動団体リストを作成・更新します。

防災・防犯分野における審議において、さまざまな意見を得ら
れるよう男女の偏りがないよう配慮し、審議会委員等における
女性比率の向上を図ります。また、男女双方の視点に配慮し
た防災・防犯対策を推進します。

審議会等への女性参画率目標50%に向け、定期的に実態把握
を行うとともに、全庁に向け、一層の女性登用を促します。

市女性職員におけるキャリアデザイン支援及び管理職への登
用を含めた意識啓発の向上を図るため、女性キャリア支援研
修を実施します。また、教職員に対し、主任教諭、主幹教諭、
管理職への受験勧奨を行います。

男女共同参画関係団体が主催する事業の後援など、市民や
地域団体と協働しながら広く市内の男女共同参画を推進しま
す。

市民参加による男
女共同参画施策の
実施や、市内で活
動するさまざまなＮ
ＰＯ法人、活動団体
と連携した市民参
加・協働による男女
共同参画事業を展
開します。

市民や市
民活動団
体等との
連携
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥

基本
目標

事業名施策
施策
の

方向

主要
課題

男女共同参画のための
今後の課題や推進の方向性

自己評価と効果（達成度）の理由NO

効果があったと思われる
男女共同参画の視点　※2

事業内容

自己評価
（対前年
進捗度）

※1

実施した内容担当課

・提案型協働事業の実施 コミュニティ文化課

3団体から協働事業についての提案が行われて、公開プレゼン
テーション審査等により、事業の採択がなされ、こがねいとりも
ち団が「対話型自治体シミュレーションゲーム「SIM2030」で未来
のまちづくりを考えよう！」を開催した。

B ○
公開プレゼンテーション審査等を開催し、公共的課題を、市民と
市がお互いの持つ資源（知識・経験・人材・情報・資金など）を結
集し、協働して事業を行うことができた。

公共的課題を協働事業により解決して
いくための仕組みを検討し、効果的な事
業運営をしていきたい。

・市職員の市内ＮＰＯ法人派遣研修の実
施

職員課
コミュニティ文化課と連携し、NPO派遣研修を実施し、市内NPO
法人9団体に職員を派遣した。
令和元年度実績　19人

B ○ ○
入所2年目程度の職員を派遣し、市民協働意識向上等を図ると
ともに、人的ネットワークを拡大することができた。
（前年度比）9団体→9団体　27人→19人

今後も市民協働意識向上等のため継続
して実施していく。

(101)
多様な市
民参加の
推進

企画政策課

市民参加条例第９条第４項の配慮規定の浸透に向け、運用状
況を市民参加推進会議に報告するとともに、無作為抽出による
委員募集について全庁周知し、男女比に意識した審議会等の
構成確保に努めた。
附属機関及びその他の諮問機関における女性の登用比率
33.8%

B ○ ○ 女性の登用率が、前年度の32.6%から1.2ポイントの増となった。 条例の趣旨の更なる周知に努める。

(102)

（仮称）男
女平等推
進センター
整備の検
討

企画政策課
（仮称）男女平等推進センターのあり方について、男女平等推進
審議会等の意見を伺いながら検討を行った。
他自治体におけるセンター機能等の情報収集を行った。

B ○
他自治体からの情報を把握及び（仮称）男女平等推進センター
のあり方の検討を行うことができた。

今後も情報の収集に努め、（仮称）男女
平等推進センターのあり方について検
討していく。

(103)
女性談話
室の活用

企画政策課

男女共同参画に関する図書の購入や、国や都のが発行した冊
子等を収集し、女性談話室に配架した。
市民や市民団体が利用できるオープンスペースとして女性談話
室を活用できるよう整えた。

B ○ ○

男女共同参画に関する図書の購入や収集は例年どおり継続し
て行うことができた。
婦人談話室の耐震工事の影響で、3か月程度利用できない期
間があったが、その間を除き、市民や市民団体等が利用できる
よう整えることができた。

男女共同参画に関する情報を提供でき
るよう資料を整えるとともに、市報や市
ホームページ等により女性談話室の利
用を促進できるよう周知を図っていく。

職員課
働きやすい職場環境整備の一助として、職員に育児・介護休業
制度の周知徹底・普及浸透を図った。 B ○ ○

育児・介護休業制度の周知徹底・普及浸透を図るため、職員次
世代育成支援プランハンドブックを、庁内職員向けに電子データ
等で周知を図った。

事業内容の充実を図りながら、事業を
引き続き継続していく。

指導室 教員の働き方改革として、職場環境の整備を進めた。 B ○ ○
都教委の研修資料を送付するなど男女平等の意識啓発を図っ
た。

男女平等に向けて環境を整備していく。

(105)

男女平等
の視点に
立った配
置内容へ
の配慮

職員課
人事異動・昇任については、男女平等の視点で行った。
令和2年4月1日現在　全体65人 16.9%　女性管理職11人（部長0
人、課長11人）

B ○ ○
人事異動・昇任に際して、男女平等の視点で行った。
（前年度）全体65人 16.9%　女性管理職11人（部長0人、課長11
人））

今後も男女共同の視点に立って充実し
ていく。

(106)
庁内連携
の強化

企画政策課

男女共同参画施策推進行政連絡会議を開催した。
構成：各部庶務担当課長職及び男女共同参画施策関連課長職
（29人）
行政連絡会議の開催　2回

B ○

第5次男女共同参画行動計画の推進のため、各種事業の推進
していくうえで男女共同参画や男女平等意識への理解促進を図
ることができた。
（前年度比）行政連絡会議　+1回

庁内の連携による進め男女共同参画施
策を総合的かつ計画的に推進していく
ために、今後も継続して実施していく。

(107)
男女平等
推進審議
会の運営

企画政策課
男女共同参画施策の推進、（仮称）第6次男女共同参画行動計
画の策定について、（仮称）男女平等推進センターのあり方など
について検討を行った。
審議会の開催　6回

B ○ ○

令和3年度からの（仮称）第6次男女共同参画行動計画の策定
のため、前年度より審議会を2回増やし開催した。
男女共同参画行動計画を実効性のあるものとしていくため、実
績報告について審議会としての意見に基づき提言が提出され
た。
（前年度比）審議会　+2回

今後も男女共同参画施策を総合的かつ
計画的に推進するため、男女共同参画
行動計画の年次報告等を評価いただく
とともに、次期計画などに関し検討を進
める。

⑵
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(100)

(104)

男女共同参画関係資料等の情報提供を行うとともに、オープ
ンスペース利用の周知を行い、女性談話室の活用を図ります。

だれもが働きやすい職場環境をめざし、小金井市特定事業主
行動計画や第２次小金井市人材育成基本方針に基づき職場
環境を整備します。また、教職員については、各種研修会や推
進委員会を通じて、男女平等に向けた環境整備と理解を深め
ます。

働きやす
い職場環
境の整備

Ⅲ
男
女
共
同
参
画
を
積
極
的
に
推
進
す
る

公募市民や学識経験者による男女平等推進審議会を運営し、
市の男女共同参画に関する取組への意見や提言を受け、施
策に活かします。

施策の計画的な推進に向け、男女共同参画施策推進行政連
絡会議を開催し、庁内関係各課との連携のもとに施策を推進
します。

市職員を対象とした人事異動・昇任の際は、男女平等の視点
に立った配置を実践します。

市民参加による男
女共同参画施策の
実施や、市内で活
動するさまざまなＮ
ＰＯ法人、活動団体
と連携した市民参
加・協働による男女
共同参画事業を展
開します。

市民や市
民活動団
体等との
連携

他の公共施設の検討の機会を捉え、（仮称）男女平等推進セ
ンターのあり方について検討するとともに、他自治体における
センター機能等情報の把握に努めます。

市民参加条例に基づき、附属機関等における委員構成は、男
女の偏りがないよう配慮し、多様な市民参加を推進します。

19



① ② ③ ④ ⑤ ⑥

基本
目標

事業名施策
施策
の

方向

主要
課題

男女共同参画のための
今後の課題や推進の方向性

自己評価と効果（達成度）の理由NO

効果があったと思われる
男女共同参画の視点　※2

事業内容

自己評価
（対前年
進捗度）

※1

実施した内容担当課

(108)
計画の進
捗管理

毎年度、施策や事
業の実施状況を調
査し、男女平等推
進審議会における
検討と提言を受け、
その結果を各課へ
フィードバックするこ
とにより、施策の効
果的な推進に反映
していきます。

・進捗状況調査報告書の作成、公表 企画政策課

平成30年度実績の第5次男女共同参画行動計画推進状況調査
報告書を作成し、庁内、市ホームページや図書館にて公表し
た。
男女平等推進審議会からいただいた質問等を各課にフィード
バックし、審議会からの提言書を庁内へ周知し市ホームページ
へ掲載した。
審議会と事業担当課（1課）で情報交換を実施した。

B ○
第5次男女共同参画行動計画推進状況報告や審議会の提言書
を公表及び庁内へ周知し、男女共同参画施策について理解促
進を図ることができた。

第5次男女共同参画行動計画に基づ
き、継続して計画の進捗を管理していく
とともに、男女平等推進審議会から推
進状況について提言をいただき事業へ
反映させるよう努めていく。

(109)

国・都・他
自治体と
の連携及
び情報共
有

国や東京都、近隣
自治体の動向を把
握するとともに、協
働での開催が効果
的な場合には連携
して事業を実施しま
す。

国や東京都、近隣自治体の動向を把握
するとともに、協働での開催が効果的な
場合には連携して事業を実施します。

企画政策課

国や都、他自治体が策定した計画及び年次報告に係る情報を
収集した。
国立市・狛江市と連携し多摩３市男女共同参画推進共同研究
会及び市民サポーター会議を実施した。
研究会の開催　8回
市民サポーター会議　3回

B ○ ○ ○ ○

国や都、他自治体の動向や調査結果を把握することができた。
多摩３市男女共同参画推進共同研究会及び市民サポーター会
議にて、テーマ「若者へのワーク・ライフ・バランスの啓発」につ
いて、3市の職員や市民との活発な意見交換をし、理解を深め
ることができた。
（前年度比）研究会　+1回、サポーター会議　△1回

今後も国や都、他自治体の情報を収集
し、動向を把握していく。
引き続き他自治体と協働可能な事業に
ついては連携を図っていく。

⑵
　
計
画
の
推
進
体
制
の
強
化

①
計
画
推
進
体
制
の
整
備

３
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Ⅲ
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極
的
に
推
進
す
る
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資料６（男女平等推進審議会）令和２年７月10日）

【調査票１　別紙】

市報
市ホーム
ページ

市役所・担
当課窓口

市施設
（図書館、
公民館、集
会施設等）

市内
大学等

市内金融
機関・商業

施設等
その他

広報秘書課 (1)
人権に関する啓発資料の
作成・活用

・人権週間意識啓発事業用リーフ
レット（市民及び小中学校教職員配
布用）の作成

人権啓発用リーフレット（1,400部）を作成し、小中学校教職
員や市民に配布した。

担当課 ○ ○
市内公立小中学校全教職
員、及びイベント時等に市
民に配布

児童青少年課 (1)
人権に関する啓発資料の
作成・活用

・「小金井市子どもの権利に関する
条例」リーフレット（小学生版・中学
生以上版）の作成・配布

例年通りのリーフレット配布の他、子どもの権利条例10周年
記念事業の一環として、条例周知カードを作成・配布した。
（単年度、1万枚、市内小～高校全校生徒配布）

担当課 〇 公立・私立小～高校

企画政策課 (2)
男女平等に関する各種啓
発資料の作成・活用

・新成人向け啓発資料の作成・配布

冊子「新成人のみなさんへ」を発行し、新成人に配布した。
冊子中、2ページに「人として平等な社会をめざして」と題し
てに、人権の尊重、女性総合相談、DV・デートDV、男女共
同参画推進事業の紹介、ワーク・ライフ・バランス、男女都市
宣言掲載
発行部数：729部

担当課、経済
課、保険年金
課、選挙管理委
員会

〇 成人式にて配布

企画政策課 (3)
人権・男女平等に関する
図書・資料の収集と活用

・女性談話室における各種資料の
配架

男女平等に関する図書の購入（①女性情報、We learn、女
性展望）や収集（③共同参画、④とうきょうの労働、その他資
料）を行った。

①出版社
②国
③都

○ ○
女性談話室（婦人会館）に
配架

企画政策課 (4)
情報誌「かたらい」の発
行・周知

市民編集委員の参加による男女共
同参画情報誌「かたらい」を発行し、
市施設や市内医療機関等で配布す
るなど広く周知します。

市民編集員4人とともに、「かたらい」50号及び51号を発行し
た。
50号：特別企画「人生100年時代　あなたもライフコースにつ
いて考えてみよう」
51号：特別企画「小金井市名誉市民　毛里和子さんインタ
ビュー」、特集「子どもの視点から男女共同参画を考えてみ
よう」
発行部数：各2,600部（前年度比100%）

担当課、かたら
い編集委員

○ ○ ○ ○ ○ ○

広報秘書課 (5)
人権に関する講演会等の
開催

・人権啓発物品の配布
人権啓発標語入りボールペン（500個）を作成し、市民に配
布した。

担当課 ○ ○
特設人権相談開催時、平
和映画会、人権講座で市民
に配布。

企画政策課 (10)
表現ガイドラインの周知と
活用

・市ホームページにおける手引きの
周知

男女共同参画の視点を意識してもらうため、「男女共同参画
の視点からの表現の手引き」を市ホームページに掲載し周
知を図った。

担当課 ○ ○

配布・配架等一覧表　（第５次男女共同参画行動計画　令和元年度推進状況調査）【調査票１ 別紙】

備考
課名

（担当課）
事業
№

実施した内容
（資料名、配布部数等）

作成

配布・配架場所、周知方法

事業内容事業名

※チラシ・パンフレットや啓発物等の配布・配架のみを行った事業（例年どおりの内容で発行したもの

も含む）や、市報・市ホームページでの周知・啓発のみの事業についてのみ記載してください。

（下表に記載されていない事業で、該当する事業がありましたら、男女共同参画室にご相談くださ

い。）



企画政策課 (24)
ＤＶの防止に向けた啓発
と情報提供

・ＤＶ相談カードの配布

ＤＶ被害の相談先を記載した「ＤＶ相談カード」の配布・配架
を行った。
市報・市ホームページにて、ＤＶ被害の相談先の周知及びＤ
Ｖ防止の啓発を行った。

担当課 ○ ○ ○ ○ ○
小金井市医師会・小金井歯
科医師会　会員医療機関

企画政策課 (25)
医療機関・関係機関への
情報提供の充実

医療機関等に通報義務について周
知するとともに、ＤＶ相談カード等を
配付し、相談窓口の周知・情報提供
を行います。

医療機関等にＤＶ相談カード等を配布し、相談窓口の
周知・情報提供を行った。

担当課 〇
小金井市医師会・小金井歯
科医師会　会員医療機関

企画政策課 (28)
デートＤＶ防止対策の充
実

・「知っておきたいデートＤＶ」（リーフ
レット）のホームページによる啓発

「知っておきたいデートＤＶ」、「ＤＶを知らなきゃＤＶをなくせな
い」（リーフレット）及び「ＤＶチェックシート」を市報・市ホーム
ページに掲載するなど周知を図った。

担当課 ○ ○ ○

企画政策課 (28)
デートＤＶ防止対策の充
実

・成人式におけるＤＶ相談等の案内
配付

成人式で配布している「新成人のみなさんへ」にDV及び
デートDVの相談先を掲載し周知を図った。
発行部数：729部　※再掲№2

担当課、経済
課、保険年金
課、選挙管理委
員会

〇 成人式にて配布

企画政策課 (34)
男性に対する相談支援窓
口に関する情報提供

市報・市ホームページや刊行物等を
通じて、男性に対する相談支援窓口
に関する情報提供を行います。

市報・市ホームページ、刊行物「新成人のみなさんへ」①を
通じて、男性に対する相談支援窓口に関する情報提供を
行った。

①担当課、経済
課、保険年金
課、選挙管理委
員会

○ ○ 〇 ①は成人式にて配布

企画政策課 (39)
セクシュアル・ハラスメント
等の防止の推進

・市ホームページ等による関係法令
等の周知

市ホームページにおいて、セクシャルハラスメント防止につ
いて啓発を行い、各種ハラスメントの関係法令や相談先の
周知を図った。

担当課 〇 〇

子育て支援課 (40)
児童・高齢者・障がい者
等に対する虐待防止対策
の推進

・虐待防止、権利擁護に関する啓発

キッズカーニバル　R2.6.16　①②
子どもメッセ　R2.9.8　①②
児童虐待防止月間活動　令和元年.11.6駅前グッズ配布①
②④
学校・児童館・学童等へグッズの設置　①②③④
①子ども家庭支援センターリーフレット②ティッシュ配布③蛍
光マーカー④東京都虐待防止チラシ・グッズ

①②③担当課
④都

〇 〇
学校・学童保育所・児童館
に配布

自立生活支援課 (40)
児童・高齢者・障がい者
等に対する虐待防止対策
の推進

・虐待防止、権利擁護に関する啓発
障害者虐待防止について、市報・ホームページに掲載して
いる。

担当課 〇 〇 〇 〇

健康課 (43)
母性の健康管理の情報
提供

妊娠届を提出した妊婦に対し、就労
している妊婦のためのリーフレットの
配布等を行います。

妊娠届提出時に、母子手帳と母子バック（出産までと出産後
に必要な受診券や各種手続き案内など）を進呈しているが、
その中にリーフレットを封入して配布した。

担当課 〇 〇 市民課窓口でも対応

健康課 (44)
リプロダクティブ・ヘルス
／ライツに関する情報提
供

妊娠・出産期の女性の健康保持に
ついて、母子保健事業等で情報提
供します。また、リプロダクティブ・ヘ
ルス／ライツに関する情報提供に努
めます。

母子保健事業の中で、家族計画について、の内容を必要に
応じて個別相談・個別指導の場で実施した。
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企画政策課 (44)
リプロダクティブ・ヘルス
／ライツに関する情報提
供

妊娠・出産期の女性の健康保持に
ついて、母子保健事業等で情報提
供します。また、リプロダクティブ・ヘ
ルス／ライツに関する情報提供に努
めます。

リーフレット「私たちに身近な男女共同参画」を、市役所での
配架及び市ホームページに掲載し周知を図った

多摩３市男女共
同参画推進共
同研究会

〇 〇

自立生活支援
課

【令和２年度か
ら健康課へ事

務移管】

(51)
自殺予防に向けた取組
の推進

・相談先の周知

東京都、その他の団体からのリーフレット等については、課
窓口に設置している。ゲートキーパー養成研修については、
市報・ホームページへ掲載し、市民を対象とする研修及び職
員を対象とする研修を各１回実施した。

担当課 〇 〇 〇 〇

健康課 (53) エイズ対策普及・啓発

エイズに関する正しい知識の普及及
び感染予防の啓発に向け、パンフ
レット・ポスター等の掲示、保健所が
実施するエイズキャンペーンへの協
力を行います。

11月16日から12月15日までの「東京都エイズ予防月間」ポ
スターを保健センター内に掲示。リーフレット、啓発ティッシュ
を配布した。

東京都 〇

経済課 (63)
労働相談などの各種相談
窓口の周知

・「ポケット労働法」や関連パンフレッ
トの配布

各機関から送付されたパンフレット等(①）の窓口掲出、市報
へ情報掲載を行った。東京都が編集する｢ポケット労働法｣
（②）を小金井市でも300部発行し、市内の施設にて配布し
た。

①都、国等
②都編集、市印
刷

○ ○ ○ ○
商工会、東小金井事業創
造センター、勤労者福祉
サービスセンター

経済課 (63)
労働相談などの各種相談
窓口の周知

・就労支援サイト「こがねい仕事ネッ
ト」の活用

就労支援サイト「こがねい仕事ネット」にて各種機関ＨＰへリ
ンクし、情報提供を行った。令和元年度「こがねい仕事ネッ
ト」閲覧数32,486件（パソコン版25,728件、携帯版6,758件）

市運営、事業
者・市が情報入
力

〇
こがねい仕事ネットでの情
報掲載

経済課 (63)
労働相談などの各種相談
窓口の周知

・メンタルチェックシステムの活用

メンタルヘルスに関するパンフレット（約120部）を窓口カウン
ターに設置した。就労支援サイト「こがねい仕事ネット」にメン
タルチェックシステムへのリンクを掲載し、ストレス度等の自
己診断ツールを周知した。

都 〇 〇
こがねい仕事ネットでの情
報掲載

企画政策課 (64) 関連法令等の周知徹底
市ホームページ等を通じて、働く男
女に関連する法令等の情報を提供
します。

市ホームページで以下の情報提供を行った。
・男女平等都市宣言の周知
・改正雇用機会均等法の周知
・男女雇用機会均等月間の周知
・男女共同参画週間の周知

担当課 〇

経済課 (64) 関連法令等の周知徹底
・就労支援サイト「こがねい仕事ネッ
ト」の活用

就労支援サイト「こがねい仕事ネット」にて東京都ＨＰ等への
リンクを行うことで、関係法令等も容易に検索可能とした。令
和元年度「こがねい仕事ネット」閲覧数32,486件（パソコン版
25,728件、携帯版6,758件）

市運営、事業
者・市が情報入
力

〇
こがねい仕事ネットでの情
報掲載

経済課 (64) 関連法令等の周知徹底
・「ポケット労働法」や関連パンフレッ
トの配布

各機関から送付されたパンフレット等(①）の窓口掲出、市報
へ情報掲載を行った。東京都が編集する｢ポケット労働法｣
（②）を小金井市でも300部発行し、市内の施設にて配布し
た。

①都、国等
②都編集、市印
刷

○ ○ ○ ○
商工会、東小金井事業創
造センター、勤労者福祉
サービスセンター

介護福祉課 (72)
高齢者福祉・介護保険
サービスの充実と相談支
援

・高齢者福祉のしおりの発行
市のサービスを中心に高齢者福祉サービス（介護保険給付
サービスを除く。）を紹介する冊子を作成し、配布
発行部数：3,700部

担当課 ○ ○ ○ ○
民生委員、地域包括支援セ
ンター、医師会・歯科医師
会等
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介護福祉課 (72)
高齢者福祉・介護保険
サービスの充実と相談支
援

・介護サービス利用ガイドブックの発
行

要介護・要支援認定を受けた市民向けに、地域包括支援セ
ンター、居宅介護支援事業所など相談機関をはじめ、市内
にある各種介護事業所の住所・電話番号を一覧として作成
し、事業所情報の周知に努めた。また、介護保険サービス
利用の適正な利用を促すためのQ&A集を作成し、周知する
ことで、市民の介護サービス利用における重要な資料となっ
ている。

担当課 ○ ○ 地域包括支援センター

経済課 (82)
職業能力の向上に向け
た機会・情報の提供

職業能力向上のための情報をパン
フレット等で提供するとともに、市
報・ホームページ等でも情報提供し
ます。

窓口での東京都職業能力開発センターの案内パンフレット
等の掲出やこがねい仕事ネット等で周知をした。

国、都 〇 〇
こがねい仕事ネットでの情
報掲載

経済課 (83)
こがねい仕事ネットを活
用した就業支援

就労支援サイト「こがねい仕事ネッ
ト」を活用し、求人情報や就労に役
立つセミナー、面接会等の情報を掲
載します。

就労支援サイト「こがねい仕事ネット」を活用し、求人情報や
就労に役立つセミナー、面接会等の情報を掲載した。令和
元年度「こがねい仕事ネット」閲覧数32,486件（パソコン版
25,728件、携帯版6,758件）

市 〇
こがねい仕事ネットでの情
報掲載

経済課 (84)
東小金井事業創造セン
ターを活用した起業支援

女性を含めた市内での創業機運を
高めるため、東小金井事業創造セン
ターにおいて相談や各種セミナー、
各種制度等の情報を提供します。

創業者に対し、相談対応や各種セミナー、補助金制度等の
情報提供を実施した。令和2年3月31日現在入居者数55人
（男性40人、女性15人）。

― 〇 〇
東小金井事業創造センター
におけるセミナーでの周知

経済課 (85)
事業所との連携及び情報
提供

安心して働ける雇用環境や待遇の
確保、女性を含めた方々の人材育
成や登用の促進に向け、市内事業
所への情報提供に努めます。

窓口で、国や都で作成しているチラシやパンフレットを掲出
するほか、「こがねい仕事ネット」に事業者向けの就労支援
等に関する情報を掲載した。またポケット労働法でも事業者
向けの関係法令の情報を周知している。

国、都 〇 〇
こがねい仕事ネットでの情
報掲載
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